
平成28年４月 教育委員会 

定例会 会議録 
１ 日 時 

 

        開 会  平成28年４月21日(木) 16時02分 

        閉 会  平成28年４月21日(木) 16時29分 

 

２ 場 所 

 

        市役所第２庁舎 会議室１ 

 

３ 出席した教育長及び委員の氏名 

 

教育長  影 山  則 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  菊 地 裕 子 

        委 員  平 田 賢 弘 

        委 員  岩 本 秀 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

 

        なし 

 

５ 会議に出席した職員の職氏名 

 

        教育部長       金 子 達 也 

        学校教育課長     三 浦 顕 多 

        生涯学習課長     山 根 一 志 

        図書館長       浅 水 まゆみ 

        学校給食センター所長 篠 原 計 浩 

 

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  上 山 昭 二 

 

７ 会議録署名 

 

        教育長 影 山  則 

        委 員 早 瀬 芳 宏 

 



 - 1 - 

〔会議に先立って，教育委員会事務局の４月１日付け人事異動の職員が自己紹介を行っ

た。〕 

開 会 （16時02分） 

 

◎影山教育長 

 ただいまから，平成28年４月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は，早瀬委員を指名いたしますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 本日の議事日程は，お配りしたとおりです。 

本日の会議に付す事件は，議案第１号から報告第１号，及び本日追加されました報告第

２号の４案件です。 

 お手元に配布した議事日程のとおり進め，その後，各課からの事業報告を受けてまいり

ます。 

なお，議案第２号につきましては，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第

７項の規定により非公開として進めたいと思いますが，よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは，議案第１号について，学校教育課長から提案理由の説明をお願いいたします。 

◎三浦学校教育課長 

 議案第１号「伊達市立学校管理規則の一部を改正する規則」をご説明いたします。 

  この案件は，北海道人事委員会の規則でございます「職員の営利企業等の従事制限に

関する規則」の規則名称の改正に伴います文言の整理でございます。 

 改正の内容につきましては，第 19 条中「営利企業等の従事」を「営利企業従事等」

に，「職員の営利企業等の従事制限に関する規則」を「職員の営利企業への従事等の制

限に関する規則」に改めるものでございます。 

説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第１号について，質疑はございませんか。 

◎岩本委員 

 改正する意味は何ですか。 

◎三浦学校教育課長 

 地方公務員法の改正がございましてここで文言の整理があったことにより北海道人事委

員会の規則が改正されております。「伊達市立学校管理規則」においても規則の名称が改

正されたことで引用している部分がございますので，改正したという内容でございます。 

◎岩本委員 

 法律が変わってそれに併せて文言を変えたということですか。わかりました。 

◎影山教育長 

 他に質疑はございませんか。 

◎早瀬委員 

 具体的に今現在，どなたか営利企業に従事されている方はいらっしゃいますか。 

◎三浦学校教育課長 

 今，現在はおりません。 

◎早瀬委員 
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 わかりました。 

◎影山教育長 

 他に質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第１号については，原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第１号については，原案のとおり承認されました。 

 

議案第議案第議案第議案第２２２２号号号号のののの非公開案件非公開案件非公開案件非公開案件はははは、、、、原案原案原案原案のとおりのとおりのとおりのとおり承認承認承認承認されるされるされるされる。。。。 

 

◎影山教育長 

次に，報告第１号について，学校教育課長から説明をお願いいたします。 

◎三浦学校教育課長 

 議案書の６ページと７ページをご覧ください。 

報告第１号「臨時代理の報告について（伊達市教育委員会事務局職員等の平成28年４月

１日付け人事異動について）」でございます。資料の記載のとおり４月１日付けで人事発

令がございましたのでご報告とさせていただきます。 

 説明は以上です。 

◎影山教育長 

報告第１号について，質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

◎影山教育長 

報告第１号については，報告として受理することといたします。 

 次に，追加議案であります報告第２号について，生涯学習課長から説明をお願いたしま

す。 

◎山根生涯学習課長 

 議案書の８ページをご覧ください。 

「臨時代理の報告」でございますが，内容につきまして平成27年度伊達市一般会計補正予

算第９号でございます。10ページにヒアリング調書がついていますが平成27年11月19日に

伊達飲食店組合様よりスポーツ振興に役立てて欲しいということで，５万円の寄付を受け

てございました。そちらをスポーツ振興基金に積み立てたいということで歳入歳出５万円

補正させていただいたということになります。 

 なお，本来であれば３月の議会に通常の補正予算として提案すべきでございましたが，

時期を逸しまして市長の専決処分という形で補正させていただきました。今後，このよう

なことがないよう注意し取り組んでいきたいと思います。 

 説明は以上でございます。 

◎影山教育長 

 報告第２号について，質疑はございませんか。 

◎岩本委員 
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 遅れた理由は何ですか。 

◎山根生涯学習課長 

 失念でございます。 

◎岩本委員 

 わかりました。 

◎影山教育長 

 他に質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

報告第２号については，報告として受理することといたします。 

 次に，学校教育課長から情報提供があります。関係部課長以外は退席します。 

〔情報提供に係る関係者以外の課長は退席します。〕 

◎三浦学校教育課長 

 （教職員の訓戒措置について情報提供を行った。） 

〔退出していた課長が着席する。〕 

◎影山教育長 

次に各課からの事業報告をお願いします。 

〔各課から事業報告を行った。〕 

◎影山教育長 

 以上で，本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして，平成28年４月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （16時29分） 

 



 

平成28年５月 教育委員会 

定例会 会議録 
１ 日 時 

 

        開 会  平成28年５月19日(木) 16時00分 

        閉 会  平成28年５月19日(木) 16時21分 

 

２ 場 所 

 

        市役所第２庁舎 会議室１ 

 

３ 出席した教育長及び委員の氏名 

 

教育長  影 山  則 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  菊 地 裕 子 

        委 員  平 田 賢 弘 

        委 員  岩 本 秀 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

 

        なし 

 

５ 会議に出席した職員の職氏名 

 

        教育部長       金 子 達 也 

        学校教育課長     三 浦 顕 多 

        生涯学習課長     山 根 一 志 

        図書館長       浅 水 まゆみ 

        学校給食センター所長 篠 原 計 浩 

 

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  上 山 昭 二 

 

７ 会議録署名 

 

        教育長 影 山  則 

        委 員 岩 本 秀 一 
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開 会 （16時00分） 

 

◎影山教育長 

 ただいまから，平成28年５月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は，岩本委員を指名いたしますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 本日の議事日程は，お配りしたとおりです。 

本日の会議に付す事件は，議案第１号から議案第２号，及び本日追加されました議案第

３号の３案件です。 

 お手元に配布した議事日程のとおり進め，その後，各課からの事業報告を受けてまいり

ます。 

なお，議案第１号及び議案第３号につきましては，人事に関する案件ですので，地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第14条第７項の規定により非公開として進めたいと思

いますが，よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは，早速，審議に入ります。 

 

議案第議案第議案第議案第１１１１号号号号のののの非公開案件非公開案件非公開案件非公開案件はははは，，，，原案原案原案原案のとおりのとおりのとおりのとおり承認承認承認承認されるされるされるされる。。。。    

 

◎影山教育長 

次に，議案第２号について，学校教育課長から提案理由を説明いたします。 

◎三浦学校教育課長 

 議案第２号「伊達市特別支援教育推進委員会への諮問について」をご説明いたします。 

 議案書の３ページから４ページをご覧ください。 

 ６月７日に開催を予定しています，伊達市特別支援教育推進委員会の会議において，平

成29年度就学予定学齢児童生徒の適正就学並びに平成28年度特別支援学級在籍児童生徒の

適正就学に関わる見通し等について，といたしまして，教育委員会から伊達市特別支援教

育推進委員会に諮問するというものです。 

 なお，この諮問に対する結果につきましては，例年12月の定例の教育委員会にて答申の

報告をするという流れになっています。 

 説明は以上です。 

◎影山教育長 

議案第２号につきまして，質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第２号については，原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第２号については，原案のとおり承認されました。 

 

議案第議案第議案第議案第３３３３号号号号のののの非公開案件非公開案件非公開案件非公開案件はははは，，，，原案原案原案原案のとおりのとおりのとおりのとおり承認承認承認承認されるされるされるされる。。。。    
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◎影山教育長 

次に各課からの事業報告をお願いします。 

〔各課から事業報告を行った。〕 

◎影山教育長 

 以上で，本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして，平成28年５月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （16時21分） 

 



 

平成28年６月 教育委員会 

定例会 会議録 
１ 日 時 

 

        開 会  平成28年６月23日(木) 15時05分 

        閉 会  平成28年６月23日(木) 15時25分 

 

２ 場 所 

 

        稀府小学校イングリッシュルーム 

 

３ 出席した教育長及び委員の氏名 

 

教育長  影 山  則 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  菊 地 裕 子 

        委 員  平 田 賢 弘 

        委 員  岩 本 秀 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

 

        なし 

 

５ 会議に出席した職員の職氏名 

 

        教育部長       金 子 達 也 

        学校教育課長     三 浦 顕 多 

        生涯学習課長     山 根 一 志 

        図書館長       浅 水 まゆみ 

        学校給食センター所長 篠 原 計 浩 

 

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  上 山 昭 二 

 

７ 会議録署名 

 

        教育長 影 山  則 

        委 員 平 田 賢 弘 
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開 会 （15時05分） 

 

◎影山教育長 

 ただいまから，平成28年６月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は，平田委員を指名いたしますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 本日の議事日程は，お配りしたとおりです。 

本日の会議に付す事件は，議案第１号から報告第１号までの，以上２案件です。 

 お手元に配付した議事日程のとおり進め，その後，各課から事業報告を受けてまいりま

す。 

なお，報告第１号につきましては，人事に関する案件ですので，地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第14条第７項の規定により非公開として進め，関係部課長以外にも退

出していただきたいと思いますが，よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは，議案第１号について，学校教育課長から提案理由を説明いたします。 

◎三浦学校教育課長 

 それでは，ご説明いたします。議案第１号「伊達市教育委員会委員協議会規約の一部

を改正する内規」についてでございます。 

 この規約の概要につきましては，議案書の３ページをご覧ください。 

  まず，趣旨といたしましては，地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正

する法律の施行に伴い内規の整理するものであります。改正点といたしましては，教育委

員会委員長の廃止により教育委員会の「委員長」と規定されている部分を「教育長」に改

めるものでございます。 

次に，附則におきまして，施行期日を平成28年６月23日とするものであります。 

本来であれば，以前の定例会で法改正に伴う規則等の改正の際に一緒にすべきところで

したけれども，その際に改正漏れがあったため，今回改正するものです。 

 以上で説明とさせていただきます。 

◎影山教育長 

 議案第１号について，質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第１号については，原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第１号については，原案のとおり承認されました。 

次に各課からの事業報告をお願いします。 

〔各課から事業報告を行った。〕 

 

報告報告報告報告第第第第１１１１号号号号のののの非公開案件非公開案件非公開案件非公開案件はははは，，，，受理受理受理受理されるされるされるされる。。。。 

 

◎影山教育長 
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 以上で，本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして，平成28年６月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （15時25分） 



 

平成28年７月 教育委員会 

定例会 会議録 
１ 日 時 

 

        開 会  平成28年７月28日(木) 16時00分 

        閉 会  平成28年７月28日(木) 16時35分 

 

２ 場 所 

 

        市役所第２庁舎 会議室１ 

 

３ 出席した教育長及び委員の氏名 

 

教育長  影 山  則 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  菊 地 裕 子 

        委 員  平 田 賢 弘 

        委 員  岩 本 秀 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

 

        なし 

 

５ 会議に出席した職員の職氏名 

 

        教育部長       金 子 達 也 

        学校教育課長     三 浦 顕 多 

        生涯学習課長     山 根 一 志 

        図書館長       浅 水 まゆみ 

        学校給食センター所長 篠 原 計 浩 

 

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  上 山 昭 二 

 

７ 会議録署名 

 

        教育長 影 山  則 

        委 員 菊 地 裕 子 
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開 会 （16時00分） 

 

◎影山教育長 

 ただいまから，平成28年７月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は，菊地委員を指名いたしますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 本日の議事日程は，お配りしたとおりです。 

本日の会議に付す事件は，議案第１号から議案第２号までの，以上２案件です。 

 お手元に配付した議事日程のとおり進め，その後，各課から事業報告を受けてまいりま

す。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは，早速，議案の審議に入ります。まず，議案第１号について，学校教育課長か

ら提案理由を説明いたします。 

◎三浦学校教育課長 

 ご説明いたします。議案第１号「平成 28 年度伊達市一般会計補正予算（教育費関係

分）」でございます。 

 ８月３日開会予定の市議会臨時議会において，予算を補正したいというものでござい

ます。補正の内容でございますが，大きく２点ございます。１点目として「要保護及び

準要保護児童援助費」について，２点目は「特別支援教育就学奨励費」，いずれについ

ても平成 27 年度分の事務において算定誤りがございまして，これを是正するための予

算の補正でございます。まず，1 点目の「要保護及び準要保護児童援助費」につきまし

て，長和小学校の 15 世帯に対してＰＴＡ会費分を本来支給すべき額よりも過少に支給

していたことが６月末に発覚いたしました。そのため，その差額分を支給するための予

算として６千円を増額補正するものです。内容といたしましては，「380 円×14 世帯」

と「200 円×１世帯」を合わせて 5,520 円となっております。 

２点目の「特別支援教育就学奨励費」につきましては，支給事務に対して１世帯につい

て算定誤りが同じく６月末に発覚しました。こちらについては，本来支給すべき金額よ

りも 39,030 円多く支給していたことから，これを戻入する必要があるため，これを受

けるべき歳入の増額とともに２分の１の国庫補助を受けている事業ということで，国へ

の返還金が発生するため２万円を増額補正するというものでございます。説明は以上で

す。 

◎影山教育長 

 議案第１号について，質疑はございませんか。 

◎岩本委員 

 これは何で気付いたのですか。 

◎三浦学校教育課長 

 今年は昨年の担当者から変わりまして，昨年の書類を見比べて今年の書類を作成してい

くのですが，その時におかしな点があり，原因を追究したところ誤りが発覚したものです。

いずれも同じ理由です。 

◎岩本委員 

 昨年は問題なかったのか。 

◎三浦学校教育課長 
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 昨年は問題ありません。今回，ミスがあったことで全件チェックを行い，確認して今回

の結果となっております。 

◎岩本委員 

 わかりました。 

◎影山教育長 

 他に質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第１号については，原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第１号については，原案のとおり承認されました。 

 次に議案第２号について，学校教育課長から提案理由を説明いたします。 

◎三浦学校教育課長 

 議案第２号「伊達市いじめ防止基本方針（素案）について」説明させていただきます。

この基本方針の内容につきましては，５月の委員協議会で説明を申し上げておりますので，

内容につきましては省略させていただきます。６月の委員協議会においてご指摘のござい

ました文章表現については，文章を修正して資料をお配りしております。 

 また，重大事態については「教育委員会は市長に報告します」という部分は「報告しな

ければならない」という意見をいただいたところでございます。検討いたしましたが，全

体的な文章表現は「です」「ます」調になっていることから，全体的なバランスを考慮して

原案のままとしたいと考えており，ご了解をいただきたいと思います。 

 なお，今後の策定スケジュールですが，９月末ころまでに市Ｐ連と校長会を通して学校

側への説明を行い，10月初旬から11月初旬までの30日間にパブリックコメントの実施，そ

の後11月17日に総合教育会議でご審議いただいた上で，その後市長決裁により方針を決定

していきたいと考えております。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第２号について，質疑はございませんか。 

◎岩本委員 

 全体的にさらに良くなっていると思います。１点だけ11ページの「（２）重大事態の報

告」の部分で「また，報告を受けた市教育委員会は，市長に報告し，早急に警察や児童相

談所に通報します。」と重大事態で報告したら，全例が警察や児童相談所に通報すること

と捉えまして，「（１）重大事態とは」のなかの長期に学校を欠席している場合でも重大

事態であろうとなり，学校側が報告しにくくなるのではないか。重大事態になったら全例

警察等に報告するのかとなる。その部分を「市長に報告し，必要に応じ早急に警察や児童

相談所に通報します。」もしくは「市長に報告し，早急に警察や児童相談所に通報するな

ど必要な措置を講じます。」としてクッションを作らないと，重大事態を学校側が挙げ難

くなるのではないだろうか。 

◎三浦学校教育課長 

 そうですね。修正させていただきます。 

◎影山教育長 
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 今，岩本委員から指摘のあった部分については，表現等をこちらの方で修正していきた

いと思います。 

 他に質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第２号については，原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第２号については，原案のとおり承認されました。 

 次に学校教育課長から情報提供があります。関係部課長以外は退席します。 

〔情報提供に係る関係者以外の課長は退席する。〕 

◎影山教育長 

 情報提供について，学校教育課長から説明をお願いします。 

◎三浦学校教育課長 

（教育委員会事務局職員の事故報告について情報提供を行った。） 

（教職員の事故報告について情報提供を行った。） 

◎影山教育長 

 情報提供について質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〔退席していた関係者以外の課長は入室します。〕 

◎影山教育長 

次に各課からの事業報告をお願いします。 

〔各課から事業報告を行った。〕 

◎影山教育長 

 以上で，本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして，平成28年７月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （16時35分） 



 

平成28年８月 教育委員会 

定例会 会議録 
１ 日 時 
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        閉 会  平成28年８月18日(木) 16時55分 

 

２ 場 所 

 

        市役所第２庁舎 会議室１ 

 

３ 出席した教育長及び委員の氏名 

 

教育長  影 山  則 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  菊 地 裕 子 

        委 員  平 田 賢 弘 

        委 員  岩 本 秀 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

 

        なし 

 

５ 会議に出席した職員の職氏名 

 

        教育部長       金 子 達 也 

        学校教育課長     三 浦 顕 多 

        生涯学習課長     山 根 一 志 

        図書館長       浅 水 まゆみ 

        学校給食センター所長 篠 原 計 浩 

 

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  上 山 昭 二 

 

７ 会議録署名 

 

        教育長 影 山  則 

        委 員 早 瀬 芳 宏 
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開 会 （16時00分） 

 

◎影山教育長 

 ただいまから，平成28年８月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は，早瀬委員を指名いたしますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 本日の議事日程は，お配りしたとおりです。 

本日の会議に付す事件は，議案第１号から議案第４号までの，以上４案件です。 

 お手元に配付した議事日程のとおり進め，その後，各課から事業報告を受けてまいりま

す。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは，早速，議案の審議に入ります。まず，議案第１号について，学校教育課長か

ら提案理由を説明いたします。 

◎三浦学校教育課長 

 ご説明いたします。議案第１号「教育委員会の点検・評価について」でございます。

点検評価につきましては，先月の委員協議会においてご意見をいただいたところですが，

その後，事務局において「成果指標」，「目標値」，「達成度の評価」の方法について改めて

確認いたしました。その結果，「目標値」として定めた数値目標を達成していないにもかか

わらず，達成しているような評価，あるいは，その逆の評価をしている事業が 10 個ほど見

受けられたところです。そのため，このような「目標値」と「達成状況」を比較いたしま

して，「達成度の評価」の結果が整合していなかった事業の 10 個の評価について修正させ

ていただきたいと考えております。 

その内容としましては，お配りしております「教育委員会点検・評価報告書」の 13 ペー

ジをご覧ください。 

「キャリア教育の推進」という事業でございます。「目標値」が小学校 95.0％，中学校 80.0％

に対して，「達成状況」が小学校 83.6％，中学校 66.2％で達成していないにも関わらず，

「達成度の評価」が「Ｂ」となっていたため，「Ｃ」に修正するというものでございます。 

それから，15 ページをご覧ください。「社会の変化に応じた高等学校教育の推進」でご

ざいます。「目標値」が市内高校への進学率 60.0％に対して，「達成状況」が 52.3％で達成

していないため，「達成度の評価」が「－」となっていたため，「Ｃ」に修正するものでご

ざいます。 

次に，16 ページをご覧ください。「幼稚園教育の充実」でございます。さくら幼稚園が

平成 26 年度末で閉園のため，目標値設定はなしとしているにもかかわらず，「達成度の評

価」を「Ｂ」として記載されていたため，「－」に修正するものでございます。 

16 ページをご覧ください。「豊かな心を育む教育の推進」でございます。「目標値」が，

人が困った時に助けると答えた小学生 80％，中学生 80％に対して，「達成状況」は小学校

90.3％，中学生 94.8％と目標を上回っているにも関わらず，「達成度の評価」が「Ｂ」と

なっていたため，これを「Ａ」に修正するものでございます。 

18 ページをご覧ください。「食育・健康教育の推進」でございます。「目標値」は，小中

学校いずれも朝食を 100％食べているとしていましたが，「達成状況」は小学校 91.8％，中

学校 92.9％と達成していない，計画策定時よりも低くなっておりましたので，「達成度の

評価」では「Ｂ」となっていましたので，これを「Ｃ」に修正するものでございます。 
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28 ページをご覧ください。「青少年団体活動の推進」でございます。「目標値」は，各種

リーダー養成講座等への参加者数を７名としていたところ，「達成状況」は９名と達成して

いるにも関わらず，「達成度の評価」が「Ｂ」となっていたため，これを「Ａ」に修正する

ものでございます。 

30 ページをご覧ください。「家庭地域の教育力の向上」でございます。「目標値」は，Ｐ

ＴＡ研究大会の参加人数を 100 名としていましたが，「達成状況」は 114 名と達成してい

るにも関わらず，「達成度の評価」が「Ｂ」となっていたため，これを「Ａ」に修正するも

のでございます。 

33 ページをご覧ください。「男女共同参画社会の推進」でございます。「目標値」は，男

女共同参画推進講座の受講者数 45 名としていましたが，「達成状況」は 72 名と達成してい

るにも関わらず，「達成度の評価」が「Ｂ」となっていたため，これを「Ａ」に修正するも

のでございます。 

37 ページをご覧ください。「芸術家の育成」でございます。「目標値」は，絵画教室受講

者数 20 名としていましたが，「達成状況」は 11 名と達成していないにも関わらず，「達成

度の評価」が「Ｂ」となっていたため，これを「Ｃ」に修正するものでございます。 

38 ページをご覧ください。「受託美術品等の保管と有効活用」でございます。「目標値」

は，受託美術品を一般公開する割合 30％に対して，「達成状況」は 10％未満であるにも関

わらず「達成度の評価」が「Ｂ」となっていたため，これを「Ｃ」に修正するものでござ

います。 

なお，前回の委員協議会でご意見のあった「達成度の評価一覧」については，資料の後

半に修正して添付しております。また，外部評価として，伊達市校長会会長，伊達市ＰＴ

Ａ連合会会長，伊達市社会教育委員の会議長からのご意見も添付した形としております。

説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第１号について，質疑はございませんか。 

◎平田委員 

 16ページの「幼稚園教育の充実」ですが，前回の「達成度の評価」は「Ｂ」でしたが，

「－」になったのはどうしてですか。 

◎三浦学校教育課長 

 市立幼稚園はさくら幼稚園しかなかったところでございます。さくら幼稚園が平成26年

度末で閉園になりました。今回の「達成度の評価」は平成27年度の評価ということになり

まして，ない幼稚園に対して評価できないということでございます。そのため，評価がな

しという整理をしました。 

◎平田委員 

 私立幼稚園のことではないのか。 

◎三浦学校教育課長 

 「成果指標」については，さくら幼稚園の「小学校との交流活動，公開保育回数」を「計

画策定時」は５回としていた。「私立幼稚園就園奨励費補助金」について記載しており，

その事業は引き続きございますが，今回の「成果指標」にはなっていないということです。 

◎岩本委員 

 さくら幼稚園が行っていたことに対しての評価であって，他の私立幼稚園は評価に入れ

られないということですね。 
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◎三浦学校教育課長 

 はい，そうです。全体にかかる部分ですが，書いている作文や「目標値」，「成果指標」

に，ばらつきがあり評価がし難い部分があります。あくまで数値目標を持っていますので，

今回は数値で評価して整理しました。 

◎平田委員 

 書いている作文と「達成度の評価」が異なるところがあるということですか。 

◎三浦学校教育課長 

 そうです。 

◎影山教育長 

 この「点検・評価報告書」は平成30年度までとなり，平成31年度から変わります。変更

する時に見直しを行っていく必要もあると思います。 

◎早瀬委員 

 途中で修正できないのか。 

◎三浦学校教育課長 

 ある程度修正したが，根本的に修正が必要になっているため，次回の計画策定時に修正

していきたい。 

◎影山教育長 

 他に質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第１号については，原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第１号については，原案のとおり承認されました。 

 次に議案第２号について，提案理由を説明いたします。まず，学校教育課長から説明い

たします。 

◎三浦学校教育課長 

 議案第２号「平成 28 年度伊達市一般会計補正予算（教育費関係予算）について」説明さ

せていただきます。議案の５ページをご覧ください。事業名が「コミュニティ・スクール

運営経費」の補正予算ヒアリング調書についてです。今年度から先行導入しようとするコ

ミュニティ・スクールについて，９月に開催される第２回市議会定例会において関係する

予算を増額補正するものです。本格的導入は来年度からとなりますが，現時点で小学校に

ついて３校で伊達西小学校，東小学校，稀府小学校，中学校について２校で伊達中学校，

光陵中学校の計５校において，今年度中の先行導入に向けた準備を進めております。補正

の内容としては，会議開催の都度，委員に対して支払う報償費及び費用弁償のほか，消耗

品費や傷害保険料を計上いたしました。なお，コミュニティ・スクール関係予算について

は，教育研究費のなかに新たに「コミュニティスクール運営経費」という細目を新設し，

今回の補正額は 25 万円としております。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 次に，生涯学習課長から説明いたします。 

◎山根生涯学習課長 
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 議案の６ページをご覧ください。文化振興費の「アートビレッジ文化館運営管理費」を

104 万３千円補正増させていただきたいという内容です。アートビレッジ文化館のシャー

マンコレクションを保管している部屋についてでございますが，以前から染みがあり，少

しずつ雨漏りしていた状況だったかもしれませんが，５月 11 日の風雨で雨漏りという状況

になりました。屋上はアスファルトがあるのですが，破れていてひどい所は草が生えてい

る状況でした。大事なものを保管して預かっている部屋ですので，早めに修繕ということ

で，予防的なところも含めて約 65 ㎡アスファルト防水層を修繕させていただきたいという

予算になってございます。 

 続きまして議案の７ページをご覧ください。文化財保護費の「その他文化財保護経費」

ということですが，委託料を 33 万５千円増させていただきたいという内容になっておりま

す。市民の方々から主に寄贈された土地に多いのですが，埋蔵文化財の宝蔵地区として土

地を持っているのですが，そのうち，有珠の白鳥公園の海側の辺りの小高い丘に生えてい

る木が，６月 25 日の強風で１本倒木しました。幸いのことに倒れて被害はなかったのです

が，同じ近くにもう１本高い木があり，近くに民家もあることから早目に処理しないと危

険なため，剪定を行い木の高さを下げる処理として 33 万５千円となっております。なお，

現場は傾斜地になっておりまして，伐採するよりは剪定をして根を生かしておいた方が良

いということで剪定する内容となっております。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第２号について，質疑はございませんか。 

◎早瀬委員 

 シャーマンコレクションの部屋は，温度や湿度の管理はされているのか。 

◎山根生涯学習課長 

 空調管理はされておりませんが，ポータブル型のエアコンがあります。それで温度管理

しております。 

◎影山教育長 

 他に質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第２号については，原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第２号については，原案のとおり承認されました。 

 次に議案第３号及び議案第４号について，学校教育課長から提案理由を説明いたします。 

◎三浦学校教育課長 

議案第３号「伊達市立学校運営協議会規則」と議案第４号「伊達市教育委員会が設置す

る委員会等の委員等の報酬に関する規則」について関連するものですから，一括して説明

させていただきます。 

まず，議案第３号「伊達市立学校運営協議会規則」につきまして，本年９月の市議会定例

会においてコミュニティ・スクール関連予算の補正を予定しておりますが，この補正に先

立ちまして必要な規則を制定するものです。 

「伊達市立学校運営協議会規則」につきましては，「地方教育行政の組織および運営に関
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する法律」の中で「指定学校の指定及び取り消し」，「指定期間」「協議会委員の任免の手続

きや任期」，「協議会の議事の手続き」，「その他運営に関する必要な事項」を教育委員会の

規則で定めなければならないことから制定したいというものです。 

規則の内容について説明いたします。第３条の「指定」については，教育委員会が協議

会を設置する学校を指定することと，指定期間については，指定日が属する年度の翌々年

度，つまり指定期間は３年間ということを規定しました。 

第４条と第５条では協議会の所掌事務について述べた部分となります。第４条の「学校

運営に関する基本的な方針の承認」については，学校長が作成する学校運営の基本方針を

承認することは協議会がやらなければならない必須の所掌事務となります。言い換えます

と，学校長は協議会の承認がないと基本方針を決定できないということになります。 

第５条の「学校運営等に関する意見」については，第１項において，学校運営に関して

「校長又は教育委員会に対して意見を述べることができる」という，いわゆる「できる規

定」ですので，意見がなければないで問題はないというものです。 なお，「学校運営に関

して」という言い方をしておりますが，これは法律の「学校の運営に関する事項」という

書きぶりを言い換えたもので，学校で行われるすべての教育活動について，協議会は意見

を述べることができるという規定でございます。第２項についても同じく「できる規定」

となりますが，学校職員の採用その他の任用に関する事項について意見を述べることがで

きるという規定となります。なお，但し書きにありますように，協議会が意見を述べるこ

とはできますが，これは学校長の教育委員会に対する意見具申権を妨げるものではありま

せん。第３項から第５項については，協議会が意見を述べるときには校長の意見を聴取す

ること，教育委員会は協議会の意見を尊重することや，協議会意見と異なる人事権を行使

する場合には，その理由を説明することを規定しました。 

第６条の「情報の提供及び説明」については，協議会に対する情報提供や説明をきちん

とすることで，適切な活動を担保できるよう教育委員会と学校が「しなければならない」

義務規定を規定いたしました。 

第７条の「委員の任命」については，協議会の委員は原則15名以内といたしますが，教

育委員会が認めた場合はこれ以上の人数も想定する規定としております。また，この第７

条では，委員に欠員が生じた場合の取り扱いについても規定いたしました。 

第８条の「委員の任期等」については，第３条の「指定」の中で３年間と合わせた期間

としております。 

第９条の「委員の身分及び報酬」については，まず協議会の委員の身分は非常勤特別職

の地方公務員になることを規定しております。第２項において報酬額は別に定めるという

こととしており，この後にもう一つの規則で具体的な説明をさせていただきます。 

第10条の「守秘義務等」については，協議会委員は非常勤特別職の地方公務員となりま

すが，この非常勤特別職については一般的な公務員のような守秘義務が課されておりませ

ん。ただ，この協議会では児童生徒のプライバシーに関わることや教職員人事に関するこ

と，その他にも学校が抱える地域とのトラブルといったことが話題になる可能性もありま

すことから，協議会委員に対して守秘義務をここで課すことといたしました。第２項につ

いては，委員の非行行為等を禁じるという一般的な規定です。 

第11条の「会長及び副会長」および第12条の「会議の運営」については，一般的な内容

となりますので説明を省略させていただきます。 

第13条の「指導及び助言」については，教育委員会が担うべき一般的な規定として設け
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たものであります。 

第14条の「指定の取り消し」については，「地方教育行政の組織および運営に関する法律」

で規定している指定取り消しについて，教育委員会の規則の中で規定することが求められ

ておりますので規定いたしました。 

第15条の「委員の解任」についても，同様でございます。 

第16条の「委任」については，まず個々の協議会の運営に関することで，この規則に定

めがない場合は，それぞれの協議会において定めること。また，これ以外の事項について

は教育長が別に定める規定を設けました。 

附則においては，この規則の施行期日と協議会の会長が選出される前の会議の招集につ

いて規定したものです。以上で「伊達市立学校運営協議会規則」についての説明とさせて

いただきます。 

続きまして，「伊達市教育委員会が設置する委員会等の委員等の報酬に関する規則」でご

ざいます。この規則の中で伊達市立学校運営協議会の委員に対する報酬額を定めるもので

す。ただ，今回は同様に伊達市特別支援教育推進委員会，同じく教育支援部会と就学支援

部会のそれぞれの部会員の報酬についても，この中で規定することいたしました。そのた

め，「伊達市教育委員会が設置する委員会等の委員等の報酬に関する規則」として，学校運

営協議会委員を含めて４つの委員会・部会員の報酬をこの規則で定めるものです。それぞ

れの報酬額については，第２条別表に記載のとおりです。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第３号及び議案第４号について，質疑はございませんか。 

◎早瀬委員 

第５条第２項のなかで，採用その他任用に関することについて，新任の教員も事前にこ

こで協議をするのか。 

◎三浦学校教育課長 

人事協議は２月から３月にかけてになります。最終は３月 14 日前後になります。具体的

に，この時期に協議会が行うのは不可能ということになります。そのため，例えば数学が

弱いから数学を教える力を持った先生が欲しい。あるいは，○○部に力を入れているので，

指導力のある先生が欲しいなどの意見を出してもらうしかないと考えます。ただ，問題の

ある先生がいて個人名が出る可能性もゼロではないかもしれません。 

◎岩本委員 

 逆にやりにくい印象がある。権限が分散して誰がリーダーシップをとるのか分かりにく

い制度と感じました。 

◎影山教育長 

 これ自体は校長にリーダーシップを持たせる制度なので，実際の学校運営協議会の仕切

りは校長が行います。会長はおりますけれど，校長が説明を行いますので，おそらくは，

校長次第というところはあるけれど，岩本委員の言われたことも懸念されることでありま

すが，そうならないように校長には，学校運営協議会をしっかりと運営してもらう責任が

ありますし，うまくいかなければ教育委員会が指導することになります。 

◎菊地委員 

 第 16 条の後半に「その他協議会に関し必要な事項は教育長が別に定める。」というのは，

これは，その都度という意味でしょうか。 

◎三浦学校教育課長 
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 別に規則の下に要綱を定めていこうと考えております。 

◎菊地委員 

 わかりました。 

◎影山教育長 

 他に質疑はございませんか。 

◎平田委員 

 すでに制度を取り入れている別の自治体の学校では，この先生に残って欲しいという要

望が多い。そういうときの個人名は問題ないか。 

◎三浦学校教育課長 

 そういったこともあると思います。 

◎平田委員 

 運営協議会の開催日数は，この中では明記されてないですが，予算の中で２回となって

おりますが，これは確定ですか。 

◎三浦学校教育課長 

 具体的な開催頻度はわかりません。今回の補正予算の中で２回と考えておりますが，人

数もわからない状態です。ですから，相対の中で対応していくこととなります。あと，15

名というのも委員全員に報酬が発生するとは限らないものですから，そういったところも

考えられるので，予算の範囲内で対応できると思います。 

◎早瀬委員 

 この中で，委員の公募は基本的に行わないのか。 

◎三浦学校教育課長 

 学校長の推薦を受けて教育委員会が任命するという形です。 

◎早瀬委員 

 今ある学校評議員制度というのも並行して続けられるのか。 

◎三浦学校教育課長 

 制度自体は残しますが，学校運営協議会が機能しなくなった場合は，指定を取り消す場

合があります。その際には，学校評議員制度に戻すために制度自体は残す考えです。 

◎早瀬委員 

 学校運営協議会制度になると学校評議員制度は休止するということで，どちらかという

ことですね。 

◎三浦学校教育課長 

 はい。 

◎菊地委員 

 学校評議員と学校運営協議会委員と兼ねることもあるのか。 

◎三浦学校教育長 

 はい，そういったことを想定しております。今の評議員はおそらく全員推薦されてくる

と思います。 

◎影山教育長 

他に質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 
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議案第３号について，原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第３号については，原案のとおり承認されました。引き続き，お諮りいたします。 

議案第４号について，原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

議案第４号については，原案のとおり承認されました。 

次に各課からの事業報告をお願いします。 

〔各課から事業報告を行った。〕 

◎影山教育長 

 以上で，本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして，平成28年８月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （16時55分） 

 



 

平成28年９月 教育委員会 

臨時会 会議録 
１ 日 時 

 

        開 会  平成28年９月１日(木) 16時00分 

        閉 会  平成28年９月１日(木) 16時11分 

 

２ 場 所 

 

        市役所第２庁舎 会議室１ 

 

３ 出席した教育長及び委員の氏名 

 

教育長  影 山  則 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  菊 地 裕 子 

        委 員  平 田 賢 弘 

        委 員  岩 本 秀 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

 

        なし 

 

５ 会議に出席した職員の職氏名 

 

        教育部長       金 子 達 也 

        学校教育課長     三 浦 顕 多 

 

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  上 山 昭 二 

 

７ 会議録署名 

 

        教育長 影 山  則 

        委 員 岩 本 秀 一 
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開 会 （16時00分） 

 

◎影山教育長 

 ただいまから，平成28年９月伊達市教育委員会・臨時会を開会いたします。 

 本臨時会の会議録署名委員は，岩本委員を指名いたします。 

 本日の議事日程は，お配りしたとおりです。 

本日の会議に付す事件は，議案第１号の１案件です。 

 お手元に配付した議事日程のとおり進めてまいります。 

なお，議案第１号につきましては，人事に関する案件ですので，地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第14条第７項の規定により非公開として進めたいと思いますが，よろ

しいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは，早速，議案の審議に入ります。 

 

議案第議案第議案第議案第１１１１号号号号のののの非公開案件非公開案件非公開案件非公開案件はははは，，，，原案原案原案原案のとおりのとおりのとおりのとおり承認承認承認承認されるされるされるされる。。。。    

 

◎影山教育長 

 以上で，本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして，平成28年９月伊達市教育委員会・臨時会を閉会いたします。 

 

閉 会 （16時11分） 



 

平成28年９月 教育委員会 

定例会 会議録 
１ 日 時 

 

        開 会  平成28年９月29日(木) 15時00分 

        閉 会  平成28年９月29日(木) 15時54分 

 

２ 場 所 

 

        大滝小学校 音楽室 

 

３ 出席した教育長及び委員の氏名 

 

教育長  影 山  則 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  菊 地 裕 子 

        委 員  平 田 賢 弘 

        委 員  岩 本 秀 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

 

        なし 

 

５ 会議に出席した職員の職氏名 

 

        教育部長       金 子 達 也 

        学校教育課長     三 浦 顕 多 

        生涯学習課長     山 根 一 志 

        図書館長       浅 水 まゆみ 

        学校給食センター所長 篠 原 計 浩 

 

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  上 山 昭 二 

 

７ 会議録署名 

 

        教育長 影 山  則 

        委 員 平 田 賢 弘 
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開 会 （15時00分） 

 

◎影山教育長 

 ただいまから，平成28年９月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は，平田委員を指名いたしますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 本日の議事日程は，お配りしたとおりです。 

本日の会議に付す事件は，指定第１号から報告第１号までの，以上３案件です。 

 お手元に配付した議事日程のとおり進め，その後，各課から事業報告を受けてまいりま

す。 

なお，指定第１号につきましては，人事に関する案件ですので，地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第14条第７項の規定により非公開として進めたいと思いますが，よろ

しいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 指定第１号「教育長職務代理者の指定について」は，早瀬委員を教育長職務代理者に指

定する。 

 

◎影山教育長 

 次に議案第 1 号について，学校教育課長から説明いたします。 

◎三浦学校教育課長 

 説明いたします。「平成 28 年度全国学力・学習状況調査「北海道版結果報告書」への市

町村別結果の掲載同意について」でございます。今年８月 1 日付けで北海道教育委員会か

ら照会がありまして，これについて伊達市として，この報告書への掲載について同意する

こととしたいというものでございます。詳細については，議案第１号関係資料について北

海道教育委員会からの照会文書を添付してございます。 

資料３の中段くらいに国が定める全国学力・学習状況調査に関する実施要領について，

教育委員会や学校が，保護者や地域住民に対して説明責任を果たすことが重要だと明記さ

れております。これを受けまして北海道教育委員会では，昨年までは市町村教育委員会の

同意を前提として北海道版の結果報告書に市町村別の結果を公表してございます。同意が

得られた市町村の調査結果について報告書を掲載・公表を行ってございます。平成 28 年度

も従来と同様の考えで市町村別の結果を報告書に掲載する考えであるとのことでございま

す。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第１号について，質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第１号については，原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第１号については，原案のとおり承認されました。 
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次に報告第１号について，教育部長から台風10号による被害状況の概要について説明し，

学校教育課長と生涯学習課長から説明をお願いします。 

◎金子教育部長 

 今回の補正予算については，台風10号の被害の関係の補正となっております。その前に

８月30日から８月31日にかけての台風10号による被害状況について，伊達市全体のご説明

させていただきます。まずは，気象状況については，警報等の発表については，８月30日

６時36分に波浪警報が伊達地区に発表されました。続いて14時31分暴風警報が伊達地区と

大滝地区に発表されました。その後，大雨警報，土砂災害警報，洪水警報等の警報が発表

されました。８月31日１時15分に大滝地区において土砂災害警戒情報が解除されました。

その後，大雨暴風警報の解除，洪水警報の解除となりまして，11時13分にすべての警報が

解除され，注意報となっております。 

 今回の雨量ですけれど，積算降水量としましては，伊達地区では58.5mmとなっておりま

す。大滝地区では205.5mmです。最大24時間雨量としましては，伊達地区で56mm，大滝地区

で195.5mm。最大１時間雨量というのは伊達地区で24.5mm，大滝地区で69.5mmとなっており，

69.5mmというのは昭和56年の災害があった時の１時間最大雨量よりも多く，気象の観測デ

ータの中で最大となっていると聞いております。風速につきましては，最大風速が伊達地

区で15.5ｍ，大滝地区で6.3ｍ。最大瞬間風速は伊達地区で35.2ｍ，大滝地区で23.2ｍなっ

ております。伊達地区の方で風が強かったということになります。 

 河川の最大推移としましては，長流川の上長和では氾濫危険水位6.7ｍに対しまして，

6.55ｍまで水位が上がりました。優徳では氾濫危険水位310.44ｍに対しまして311.47ｍと

いうことで危険水位をオーバーしているのですが，護岸整備を行っておりまして，実際橋

の上から確認したそうですが，まだ余裕があったということで避難指示はしなかったとい

うことになっております。避難所の開設状況ですが，開設したのは伊達市内で４カ所にな

っております。８月30日18時からということで，自治会等を通じて周知しております。場

所は，有珠コミュニティセンター，長和コミュニティセンター，黄金コミュニティセンタ

ー，市街地については総合体育館サブアリーナということになっております。ただし，総

合体育館においては停電になっていた。それで，暗い状態もあった。翌日の朝７時に全員

が避難所から帰って行ったということで，４カ所とも閉鎖しております。避難者数としま

しては，有珠コミュニティセンターでは０世帯の０人。長和コミュニティセンターでは２

世帯の２人。黄金コミュニティセンターでは３世帯の７人。総合体育館サブアリーナでは

12世帯の21人となっております。 

 被害状況ですけれど，おおまかな数字だけ言いますと，建物被害といたしましては，民

間の方で住宅の一部損壊が９棟，非住宅の全壊が１棟，一部損壊が２棟となっております。

土木被害としましては道路，河川，下水道，公園を含めまして，被害額で6,680万２千円と

なっております。農業被害といたしましては，公共分で1,042万２千円，民間分で４億9,244

万円となっております。農地が366.8ha，営農施設として167カ所の被害額がありました。

水産被害につきましては，漁船転覆，破損，水産施設の被害等を含めて4,347万６千円とな

っております。林業被害につきましては，私有林，治山施設併せて154万２千円。商工被害

では建物損壊28件，建物附属物の破損が39件，商品等の被害が11件，その他16件というこ

とで4,453万２千円となっております。衛生被害といたしましては，簡易水道３カ所，霊園

墓地３カ所，併せて 114万６千円となっております。文教施設といたしましては，今回の

教育委員会の補正になるのですけれども，小中学校15校，その他施設として６か所で，ま



 - 3 - 

だ額が確定していない部分はあるのですが，4,650万６千円程度となっております。社会福

祉施設被害について，保育所で24万７千円，その他ということで伊達漁港フィッシャリー

ナ，観光施設，その他公共施設で3,297万１千円となっており，合わせまして被害総額が７

億4,008万４千円となっております。そのうち公共分として，１億5,963万６千円となって

おり，額が確定していない部分が9,000万円程度ありまして，これは今後，額の変更が出て

くるということで９月27日現在の数字となっております。この中の民間部分については被

災証明を求めてきた人だけの積算になっており，実際はもっと多い数字になるはずと想定

されております。その他の損害賠償については８件ありまして，523万５千円となっており

ます。このうち，確定前が130万円あり金額の変更が予想されます。これが伊達市の被害状

況となっております。 

◎三浦学校教育課長 

 台風10号による学校施設の被害がございまして，その復旧に伴う補正をおこなっており

ます。議案の４ページと５ページになります。まず，４ページですが，こちらは予備費を

充当した事業となっております。伊達小学校，有珠小学校，黄金小学校，関内小学校，達

南中学校，光陵中学校で樹木が倒れたといことで合計22本の処理で40万円となっておりま

す。 

 次に５ページですが，予備費ではなく補正を行っております。内容としましては委託料

として伐採等の業務委託で369万7,920円となっており，工事請負費としまして，山下町旧

教職員住宅物置撤去工事他５件で163万円となっております。合計532万８千円を補正した

内容となっております。 

◎山根生涯学習課長 

 ６ページをご覧ください。私の方の所管の施設で申しますと，アートビレッジの部分と，

これから出てくる部分としましては北黄金貝塚，まなびの里サッカー場，開拓記念館にな

り，こちらの３施設につきましては，あまりにも規模が大きいということで今回の補正に

は間に合っておりません。今回の補正に間に合った部分ということで，アートビレッジに

つきましては，倒木が１本，枝折れ12本ということで予防的に処理するのを含めまして，

倒木が１本，伐採を19本行うということで61万４千円ということでございます。これにつ

きましては，専決処分で９月12日付けに補正されており，すでに発注している状況になっ

ております。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 報告第１号について，質疑はございませんか。 

◎平田委員 

 ４ページと５ページで補正予算が分かれている理由は何ですか。 

◎三浦学校教育課長 

 ４ページは予備費で対応したもの，５ページは補正したものになっております。 

◎金子教育部長 

 今回の予算の取り方が①既存予算の範囲のもの，②財政課で管理している予備費の範囲

のもの，③緊急を要するもので専決処分ということで議会中に専決しているもの，④急ぐ

けれども規模の大きいもので９月末か10月に専決を行うことになっております。額が確定

したものは12月議会で補正していくことになり，生活道路等で待てないものは予備費で対

応していくことになります。 

◎平田委員 
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 わかりました。 

◎菊地委員 

 山下町旧教職員住宅物置の撤去ということですが，住宅は現在，使用されておりますか。 

◎三浦学校教育課長 

 使用されておりません。 

◎菊地委員 

 住宅の撤去ではなく，物置だけの撤去ですか 

◎三浦学校教育課長 

 物置の屋根が飛びまして，また大風が吹いたら周辺に被害を及ぼす可能性があることか

ら，物置を先行して撤去を行いました。 

◎菊地委員 

 わかりました。 

◎影山教育長 

 他に，質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 報告第１号については，報告として受理することといたします。 

 次に，情報提供がありますので，生涯学習課長よりお願いいたします。 

◎山根生涯学習課長 

 （使用料の見直し（案）について情報提供を行った。） 

◎影山教育長 

各課からの事業報告をお願いします。 

〔各課から事業報告を行った。〕 

◎影山教育長 

 以上で，本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして，平成28年９月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （15時54分） 



 

平成28年10月 教育委員会 

定例会 会議録 
１ 日 時 

 

        開 会  平成28年10月27日(木) 16時00分 

        閉 会  平成28年10月27日(木) 16時34分 

 

２ 場 所 

 

        市役所第２庁舎 会議室１ 

 

３ 出席した教育長及び委員の氏名 

 

教育長  影 山  則 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  菊 地 裕 子 

        委 員  平 田 賢 弘 

        委 員  岩 本 秀 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

 

        なし 

 

５ 会議に出席した職員の職氏名 

 

        教育部長       金 子 達 也 

        学校教育課長     三 浦 顕 多 

        生涯学習課長     山 根 一 志 

        図書館長       浅 水 まゆみ 

        学校給食センター所長 篠 原 計 浩 

 

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  上 山 昭 二 

 

７ 会議録署名 

 

        教育長 影 山  則 

        委 員 菊 地 裕 子 
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開 会 （16時00分） 

 

◎影山教育長 

 ただいまから，平成28年10月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は，菊地委員を指名いたしますのでよろしくお願いします。 

 本日の議事日程は，お配りしたとおりです。 

本日の会議に付す事件は，議案第１号から報告第１号，及び本日追加されました議案第

７号及び議案第８号までの，以上９案件です。 

 お手元に配付した議事日程のとおり進め，その後，各課から事業報告を受けてまいりま

す。 

 なお，議案第２号及び議案第８号につきましては人事に関する案件ですので，地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第14条第７項の規定により非公開として進め，議案第２

号につきましては，関係課長以外にも退出していただきたいと思いますが，よろしいでし

ょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 それでは，議案第１号について，学校教育課長から提案理由を説明いたします。 

◎三浦学校教育課長 

 議案第１号「伊達市立学校学校医等表彰規程に基づく被表彰者の決定について」でござ

います。議案の２ページをご覧ください。表彰予定者がこちらに記載されております。 

 児童生徒の健康管理の維持向上に貢献された方に対して表彰を行うというもので，伊達

市立学校学校医等表彰規程の規定により，第２条第１項第１号に該当する10年以上の職に

あった学校医１名と学校薬剤師３名，合わせて４名の方々を表彰者として決定したいとい

うものであります。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第１号について，質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第１号について，原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第１号については，原案のとおり承認されました 

  

議案第議案第議案第議案第２２２２号号号号のののの非公開案件非公開案件非公開案件非公開案件はははは，，，，原案原案原案原案のとおりのとおりのとおりのとおり承認承認承認承認されるされるされるされる。。。。    

 

◎影山教育長 

 それでは，議案第３号及び議案第４号，議案第５号について，関連しますので学校教育

課長から一括して提案理由を説明いたします。 

◎三浦学校教育課長 

 議案第３号については９ページから 12 ページ，議案第４号については 13 ページから

16 ページ，議案第５号については，17 ページから 19 ページということになっておりま
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す。今回，達南中学校の閉校に伴いまして必要な条例等の改正を行うものでございます。

順に説明させていただきます。議案第３号「伊達市立学校設置条例の一部を改正する条

例」でございます。この件につきましては，「伊達市立小中学校適正配置基本計画」に

基づきまして，平成 29 年３月 31 日をもって達南中学校を廃止し，伊達中学校へ統合す

ることに伴って，所要の条例改正を行うものであります。 

 引き続きまして，議案第４号「伊達市立学校通学区域規則の一部を改正する規則」で

ございます。この件につきましても，平成 28 年度末で達南中学校を伊達中学校に統合

するにあたり，通学区域の規則等，所要の改正をするものでございます。 

 続きまして，議案第５号「伊達市立学校通学区域施行規程の一部を改正する訓令」で

ございます。同じく，平成 28 年度末で達南中学校を伊達中学校に統合するにあたり，

区域外通学に係る規程について所要の改正をするものでございます。 

 改正の内容につきましては，通学区域施行規程の中で，達南中学校の通学区域である

北稀府町の一部において，申し立てにより伊達中学校への通学を許可する特認区域を定

める表から，達南中学校の項を削るものであります。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第３号及び議案第４号，議案第５号について，質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第３号について，原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第３号については，原案のとおり承認されました。 

引き続き，お諮りいたします。 

議案第４号について，原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第４号については，原案のとおり承認されました。 

引き続き，お諮りいたします。 

議案第５号について，原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第５号については，原案のとおり承認されました。 

それでは，議案第６号について，学校教育課長から提案理由を説明いたします。 

◎三浦学校教育課長 

 議案の20ページから22ページまでです。議案第６号「伊達市立学校施設使用許可に関す

る規則の一部を改正する規則」でございます。この案件につきましては，使用料等の減免

規定を他の施設と統一し，適正な運用をするために所要の改正したいというものでありま

す。改正の内容につきましては，使用料等の減免対象を市内の団体に限ると改めるもので

ございます。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第６号について，質疑はございませんか。 
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◎平田委員 

 現在，市外の団体が利用している例はあるのか。 

◎三浦学校教育課長 

 定期的に使用している団体はあります。 

◎早瀬委員 

 市内にある道立高校は市内の教育関係団体になるのか。 

◎三浦学校教育課長 

 市内の教育関係団体になります。 

◎影山教育長 

 他に，質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第６号について，原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第６号については，原案のとおり承認されました 

それでは，議案第７号について，学校教育課長から提案理由を説明いたします。 

◎三浦学校教育課長  

 本日，お配りしました追加議案でございます。議案第７号につきましては，「伊達市立

学校運営協議会を設置する学校の指定について」でございまして，10月25日に伊達西小学

校と光陵中学校の２校から指定の申請がございましたことから，今回追加議案として提出

いたしました。内容につきましては，議案の26ページから28ページまでとなってございま

す。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第７号について，質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第７号について，原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第７号については，原案のとおり承認されました。 

 

議案第議案第議案第議案第８８８８号号号号のののの非公開案件非公開案件非公開案件非公開案件はははは，，，，原案原案原案原案のとおりのとおりのとおりのとおり承認承認承認承認されるされるされるされる。。。。 

 

◎影山教育長 

 次に，報告第１号について，生涯学習課長から説明をお願いいたします。 

◎山根生涯学習課長 

 議案の23ページをお開きください。臨時代理の報告でございまして，内容としましては，

補正予算という形になってございます。前回の教育委員会定例会でもありましたが，今回

も台風10号による復旧を要するまなびの里サッカー場内と北黄金貝塚公園内の倒木それか
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ら枝払い等にかかる費用についてでございます。24ページをお開きください。まなびの里

サッカー場につきましては，倒木処理３本，それから伐木37本，剪定130本という数の処理

をいたしまして146万９千円を補正増しております。 

 議案の25ページをお開きください。北黄金貝塚公園の倒木でございますが，倒木が21本，

剪定が３本，幹等片付け19本という形になってございまして総額60万円という形で補正を

してございます。急を要するということでございまして，10月14日付けで市長の専決処分

により予算措置されてございまして，入札は10月25日に執行されまして，それぞれ落札と

いうことで，間もなく作業に取り掛かることになります。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 報告第１号について，質疑はございませんか。 

◎早瀬委員 

 開拓記念館は，まだ出ないのですか。 

◎山根生涯学習課長 

 開拓記念館につきましては，規模が相当でございまして，金額についてもおいそれと言

える金額にならないでおり，いろいろ調整を続けておりますが，見込みだけを申しますと

何とか12月の議会に補正できないか進めております。うまくいっても年明けの作業になろ

うかと思います。 

◎影山教育長 

 他に，質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 報告第１号については，報告として受理することといたします。 

次に，各課からの事業報告をお願いします。 

〔各課から事業報告を行った。〕 

◎影山教育長 

 以上で，本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして，平成28年10月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （16時34分） 



 

平成28年11月 教育委員会 

定例会 会議録 
１ 日 時 

 

        開 会  平成28年11月24日(木) 15時00分 

        閉 会  平成28年11月24日(木) 15時45分 

 

２ 場 所 

 

        市役所第２庁舎 会議室１ 

 

３ 出席した教育長及び委員の氏名 

 

教育長  影 山  則 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  菊 地 裕 子 

        委 員  平 田 賢 弘 

        委 員  岩 本 秀 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

 

        なし 

 

５ 会議に出席した職員の職氏名 

 

        教育部長       金 子 達 也 

        学校教育課長     三 浦 顕 多 

        生涯学習課長     山 根 一 志 

        図書館長       浅 水 まゆみ 

        学校給食センター所長 篠 原 計 浩 

 

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  上 山 昭 二 

 

７ 会議録署名 

 

教育長 影 山  則 

        委 員 早 瀬 芳 宏 
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開 会 （15時00分） 

 

◎影山教育長 

 ただいまから，平成28年11月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は，早瀬委員を指名いたしますのでよろしくお願いします。 

 本日の議事日程は，お配りしたとおりです。 

本日の会議に付す事件は，議案第１号から報告第１号までの，以上７案件です。 

 お手元に配付した議事日程のとおり進め，その後，各課から事業報告を受けてまいりま

す。 

 なお，報告第１号につきましては人事に関する案件ですので，地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第14条第７項の規定により非公開として進め，関係課長以外にも退出し

ていただきたいと思いますが，よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 それでは，議案第１号について，生涯学習課長から提案理由を説明いたします。 

◎山根生涯学習課長 

 議案書３ページを開いていただきたいと思います。議案第１号「伊達市スポーツ振興

基金条例の一部を改正する条例」についてでございます。本案件は包括外部監査などの指

摘もございまして，市の統一的な方針として運用効率を高めるため，同種の複数の基金を

まとめたいという内容でございます。具体的には現在あります伊達市スポーツ振興基金を

伊達市文化・スポーツ振興基金に改称し，議案書４ページ下段の表がありますが，伊達市

児童生徒文化・スポーツ振興基金，伊達市芸術文化振興基金，伊達噴火湾アートビレッジ

基金，この３つの基金を伊達市文化・スポーツ振興基金に統合したいというものでござい

ます。なお，教育関係以外にも地域振興関係等で同様に基金をまとめたいことから，改正

動機が同じということで，条例につきましては伊達市地域振興基金条例等の一部を改正す

る条例ということで３条立ててはございますが，１つの条例ですべての基金をまとめて改

正するものでございます。施行日は来年の４月１日からでございます。なお，これまで各

基金において積み立てたものにつきまして，それぞれ積み立てに至った経緯というものが

ございますので，統合後におきましても旧基金毎に内訳の管理を行うこととしております。

説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第１号について，質疑はございませんか。 

◎岩本委員 

 名前は変わって内訳で管理するということは，見た目が一つになっただけで運営はほと

んど変わらないということですか。 

◎山根生涯学習課長 

 ご指摘のとおりでございます。ただ，包括外部監査の中で基金の数が多すぎるため，少

し整理した方が良いのではないかという指摘がございました。メリットがあるとすれば，

基金の運用におきましてまとめることにより規模が大きくなり，外部の金融機関に対して

大口の基金として預けられ，小口のものをたくさん預けるよりは利息が稼げたりすること

で運用効率が上がるメリットがあります。そのような点を主眼として市として同種のもの

をいくつかの基金をまとめようということで，今回，教育委員会関係の物を一つにまとめ
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る内容になっております。 

◎岩本委員 

 例えばこちらの基金でお金がかかるので，別の基金から充てるような運営をすることは

ないですか。 

◎山根生涯学習課長 

 そういう運営はないと思います。特定の目的を持った基金ですので，基金のお金を崩す

時には目的に合った事業の財源に充てるときだけに崩しますので，一つの基金だからと言

って，別の目的の事業に充てることは行いません。 

◎岩本委員 

 わかりました。 

◎影山教育長 

 他にございませんでしょうか。 

◎早瀬委員 

 これらの基金は主にどのような使われ方をしていますか。また，現在の基金残高はどの

くらいですか。 

◎山根生涯学習課長 

 スポーツ振興基金はスポーツの振興を目的にしております。この基金につきましては，

ここ数年残高が 200 万円くらいしかないため，取り崩して何かの事業に充てるということ

を行っておりません。児童生徒文化・スポーツ基金につきましては，積み立てるお金も一

般財源ということで，市税でいただいたものをここに一旦積み立て，小学校や中学校の生

徒がスポーツ大会等で全国大会に行く場合に 10 分の 10 の補助を行っております。その財

源に充てるために 1000 万円程度の残高を保持するように一般財源を積み立てております。

年度当初は 950 万円くらいありましたが，今年度全国大会で 200 万円くらい使っておりま

すので，おそらく３月に使った 200 万円を一般財源で積み増しを行うと思います。基金規

模としましては１千万円程度を維持するように運用しております。芸術文化振興基金は芸

術文化の振興を目的にしております。以前は３市合同事業や文化協会の補助金等に財源を

充てておりましたが，現在は 400 万円程度しかないため，平成 26 年度から事業の繰り入れ

は行っておりません。アートビレッジ基金につきましては，アートビレッジに役立てて欲

しいという寄付金をいただいております。その寄付金を積み立ててアートビレッジ事業を

行う時に取り崩して使うことにしております。現在は，先日寄付金をいただきましたので

おそらく今年度末現在で 460 万円程度になると思います。以上，４つの基金を合わせます

と基金規模は２千万円程度となります。 

◎早瀬委員 

 ありがとうございます。 

◎影山教育長 

 他に質疑はございませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第１号について，原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 
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 議案第１号については，原案のとおり承認されました 

 それでは，議案第２号について，生涯学習課長から提案理由を説明いたします。 

◎山根生涯学習課長 

 議案第２号「だて歴史の杜カルチャーセンター条例の一部を改正する条例」をご説明い

たします。議案書 10 ページから改正条例案となっております。 

 内容につきましては，使用料の一部改訂と新たに貸出しする部屋の料金設定でございま

す。議案書 12 ページの新旧対照表をご覧いただきたいと思います。改正趣旨としましては，

市の「使用料及び手数料の改定方針」に基づき使用料について検討を行い，継続的に施設

を維持管理するためには，受益者負担のバランスから改訂が必要と判断し，新旧対照表の

とおり概ね 1 割程度の値上げを行うものでございます。また，利用者の利便向上のため，

新たに応接室と小会議室を貸出しできるようにしました。さらに，午後の区分でございま

すが前後半に二分し，どちらかの時間帯で使用する場合は定額の８割の料金で使用できる

料金設定も行っております。条例施行日は平成 29 年４月１日でございます。説明は以上で

す。 

◎影山教育長 

 議案第２号について，質疑はございませんか。 

◎早瀬委員 

 使用料において商業目的や営利目的の場合は2,000円から3,000円の入場料の場合は２倍，

3,000円以上の入場料の場合は３倍という規定があると思うのですが，伊達には来年の１月

及び４月に有名な歌手が来る予定になっております。３倍ということは１日借りて使用料

は30万円くらいになりますが，伊達の料金は近隣の他施設と比べてどうなのでしょうか。 

３倍でなくても５倍にしてもくるのではないかと思います。もし，収益を得たいというこ

とであれば一般の人から取るよりも，5,000円以上のコンサートもありますし，有名な歌手

は8,000円取ったりしていたこともありましたので，２倍，３倍，5,000円以上は５倍とか

考えても良いと思います。一般の方からの収益はこれ以上増えないと思います。ウェスが

伊達に何回も来るということは施設が良いことと，動員の実績があることと，会場費も安

いと思っているのではないだろうか。値上げして来なくなったら困るが値上げしても大丈

夫という妥当な線を考えていただきたいと思います。 

◎山根生涯学習課長 

 意見として承りました。 

◎平田委員 

 その代わり一般の市民から出来るだけ少なくということですか。 

◎早瀬委員 

 一般市民はこのように決まるので…。変わることによって減免の希望や教育委員会共催

の希望や後援の希望がしたりする人の数は変わらないと思います。 

◎影山教育長 

 今後，減免については，行政改革の一環として総合的に市全体の枠組みを見直すことを

行うことになっておりますので，今賜った意見についても減免と一体的に検討していくこ

とができると思います。 

◎菊地委員 

 応接室の使用方法の制限はあるのですか。 

◎山根生涯学習課長 
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 基本的には，例えば講堂でイベントを行うときの講師の方の休憩する場所や少人数の会

議室程度であれば，お貸しできると思います。部屋を汚すとか，後々困るようなことをさ

れない限りはお貸しできると思います。 

◎菊地委員 

 はい，ありがとうございます。 

◎平田委員 

 ウェスでコンサートを企画する時に胆振では伊達，十勝では音更が多いとのことです。

音更の使用料を調べるとかなり安くなっております。伊達は今回の改定で大ホールの平日

午前中が19,800円で，１時間当たり6,600円となります。音更は4,200円となっております。

今回の改定で安い金額のなかで出来ないという改定ですが，十分検討した結果，仕方ない

と判断したと思いますが他の町と比較した場合高いこともあります。それに対して，今後

利用していく市民の方が活用していただけるかと，減免も含めて考えていくことが必要だ

と思います。暖房使用料もかなり違っております。伊達が大ホールで3,300円，音更は2,100

円となっており，比較すると伊達が高くなっております。 

◎山根生涯学習課長 

 一般の方で大ホールを使用する方は限られていると思います。今回，他の部屋と同じよ

うに大ホールも１割高くする方針をあげましたが，どちらかというと市民の方が利用頻度

の高い集会施設を主眼に使いやすく，部屋も増やし時間設定も工夫しました。大ホールに

ついては，一般市民の方の頻度は少なく限定的だと思われます。ただ，現実問題としては

かなり減額免除となり対市民として収益は少ないと思われます。 

◎影山教育長 

 十勝と比較しておりませんが伊達市は減額の範囲については胆振で一番大きいと思いま

す。私たちが一番配慮しなければならないのは，市民にとって利用実態を考慮して大きな

ダメージを受けないように配慮してきたところであります。 

◎山根生涯学習課長 

 室蘭文化センター大ホールは伊達市の大ホールより安いです。室蘭市は減免されていな

いと聞いております。登別市市民会館は少し古くどのような減免運営されているかわかり

ませんが，使用料としては同じくらいになっております。 

◎影山教育長 

 企業による営業ベース的な講演等は別にして高文連関係がありますけども，高文連組織

の中でも伊達市の大ホール，ハード面での使いやすさ，減免に対する料金体系の使いやす

さ，西胆振で高文連の大会を開催するとなると，まず，伊達市での開催を考えているよう

です。平成30年でしたか，高文連の全道美術も登別の学校が当番校と聞いておりますが，

会場は伊達市で行いたいと考えているようです。そのような点からも利用の価値は高いと

考えているようです。 

◎影山教育長 

 他に質疑はございませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第２号について，原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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◎影山教育長 

 議案第２号については，原案のとおり承認されました。 

それでは，議案第３号について，生涯学習課長から提案理由を説明いたします。 

◎山根生涯学習課長 

 議案書 17 ページをご覧ください。議案第３号「まなびの里条例の一部を改正する条

例」です。主な内容についてでございますが，サッカー場の使用料を土曜日と日曜日の

休日料金を新たに設けるものと，夜間照明の料金を約１割値上げしたいというものでご

ざいます。改正の趣旨につきましては，カルチャーセンターと同様でございます。具体

的な改正の内容でございますが，議案書 19 ページから 21 ページに新旧対照表がござい

ますが，人工芝の使用料を土日休日に関しては，現行料金の 1.5 倍。夜間照明の料金を

全面使用の場合，1 時間当たり 1,100 円から 1,200 円と 100 円値上げしたいというもの

でございます。また，今回の改正と併せまして，利用開始時刻を今までは午前９時とし

ていたものを午前８時と１時間早めることや人工芝と研修施設を同時に利用する場合

の利用時間に応じた上限額を定めるなど，より利用しやすい配慮もいたしました。条例

施行日は平成 29 年４月１日でございます。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第３号について，質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第３号について，原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第３号については，原案のとおり承認されました。 

 それでは，議案第４号について，生涯学習課長から提案理由を説明いたします。 

◎山根生涯学習課長 

 議案書 24 ページをご覧ください。議案第４号「伊達市総合体育館条例の一部を改正する

条例」でございます。内容につきましては，メインアリーナ等の料金と温水プールの定期

券を値上げしたいというものでございます。改正趣旨につきましては，カルチャーセンタ

ーやまなびの里と同様でございます。具体的な改正内容でございますが，議案書 27 ページ

から 29 ページに新旧対照表がございますが，専用利用におけるメインアリーナ，サブアリ

ーナ，温水プール，多目的室等の各使用料を１割，トレーニング室も利用できます個人利

用の温水プールの定期券を 50％ずつ値上げしたいというものでございます。また，新たに

２階のニュースポーツコーナーを専用利用で貸し出すことも出来るように改正しまして，

多様なニーズに応えられるような改善もしております。施行日は平成 29 年４月１日となっ

てございます。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第４号について，質疑はございませんか。 

◎岩本委員 

 小学校の定期券はありますか。 

◎山根生涯学習課長 

 定期券の中で小中学生と高校生があります。それほど数は販売されておりません。 
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◎平田委員 

 小学生というのは伊達小学校や東小学校などプールを持たない学校というわけでなく全

体的なものですか。 

◎山根生涯学習課長 

 放課後になりますのでどこの学校の方も同じ料金になります。昼間は体育の授業におい

て利用されております。 

◎岩本委員 

 市外の子供も一緒ですか。 

◎山根生涯学習課長 

 個人利用については，市内市外の区分けをしておりません。 

◎影山教育長 

 他に，質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第４号について，原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第４号については，原案のとおり承認されました。 

それでは，議案第５号について，生涯学習課長から提案理由を説明いたします。 

◎山根生涯学習課長 

 議案第５号「公の施設に係る指定管理者の指定について」でございます。議案書30ペー

ジからになっております。対象となる施設は有珠のまなびの里のパークゴルフ場でござい

ます。現在，この施設は平成24年度から特定非営利活動法人有珠振興会が指定管理者とし

て運営を行っており，本年度末に指定管理の契約が満了することから次期指定管理者を指

定するものでございます。次期の期間でございますが平成29年度から平成33年度までの５

年間でございます。指定管理者の選定についてございますが，10月20日から11月２日まで

募集をいたしましたところ，現指定管理者であります団体から応募がございました。11月

９日にプレゼンを受けまして５人の委員によります採点の結果，特定非営利活動法人有珠

振興会が候補者として選定されたところでございます。この後，地方自治法の規定に基づ

き議会の議決を経た後，指定管理者として指定し基本協定の締結を持って指定管理者とな

るものでございます。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第５号について，質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第５号について，原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第５号については，原案のとおり承認されました。 

それでは，議案第６号について，学校教育課長と生涯学習課長から提案理由を説明いた
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します。 

◎三浦学校教育課長 

 議案書39ページと40ページでございます。39ページが小学校アスベスト対策改修事業，

40ページが中学校アスベスト対策改修事業でございます。これにつきましては，本年８月

に文部科学省の照会がございまして，暖房用煙突断熱材の調査が行われてございます。そ

の結果，小学校におきましては伊達小学校，東小学校，有珠小学校でアスベストの剥離を

確認したということ。長和小学校におきましては，剥離はございませんでしたけども暖房

用煙突断熱材にアスベストを使用している可能性が高いことを確認しました。今後でござ

いますが，アスベストが飛散する恐れのある煙突の囲い込みと煙突の新設を行う経費でご

ざいます。4,536万円を補正したいというものでございます。同じ内容でございまして，中

学校におきましては，伊達中学校，光陵中学校，大滝中学校について剥離は確認されなか

ったものの，暖房用煙突を改修していくということで3,402万円を補正したいというもので

ございます。今回の補正の内容でございますが，今現在はアスベストを使用しているかど

うかを調査しているところでございまして，今月末くらいには，その結果が報告される予

定となってございます。補正予算につきましては，最大で予算を計上しております。調査

結果を受けて実際の施工する学校を決定していくというものでございます。それぞれ国の

補助金が入ってくる可能性はあるのですが，採択されるかどうかも不透明ということで，

今回財源として国庫支出金を見込んでおりませんが，仮に補助金が採択された場合には３

月の議会定例会で財源振替をしていくことを予定しております。説明は以上です。 

◎山根生涯学習課長 

 議案書41ページをお開きください。だて噴火湾アートビレッジ基金積立金でございます。

本年９月16日に大高酵素㈱様からだて噴火湾アートビレッジ事業に役立てて欲しいという

ことで100万円の寄附がございました。一先ずだて噴火湾アートビレッジ基金に積み立てま

して，来年度以降の事業に役立てていきたいと思います。まずは積み立てを行うための補

正となります。なお，大高酵素㈱様からは今回で３年連続合計300万円の寄附をいただいて

おります。次に42ページでございます。開拓記念館の倒木処理等の補正でございます。８

月末の台風10号による倒木等被害の復旧につきましては，準備が整ったところから順次予

算措置いたしまして，早期復旧に努めておりますが，社会教育施設におきましては，すで

にアートビレッジ，まなびの里サッカー場，北黄金貝塚におきまして９月と10月に専決処

分により予算を措置し復旧をほぼ終えております。しかしながら，開拓記念館につきまし

ては，倒木の規模が大きかったこと，住宅街ということで周囲に配慮して作業を行わなけ

ればならないこと，結果費用が莫大ということがありまして，工法検討や積算に大きな時

間を費やしてしまいました。この度，作業内容や費用積算について整理ができたことから，

12月議会において災害復旧費として予算計上したいというものでございます。内容といた

しましては，倒木処理が12本，伐採が38本，剪定が100本程度を予定しており，来年１月か

ら３月までにかけて実施したいというものでございます。費用は9,612千円となってござい

ます。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第６号について，質疑はございませんか。 

◎早瀬委員 

 アスベストの件ですけども，暖房用煙突ということは各教室の煙突ということですか。 

◎三浦学校教育課長 
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 ボイラーの煙突のことです。 

◎早瀬委員 

 全てボイラーの熱をまわしているため，各教室に飛散しているということはないですね。 

◎三浦学校教育課長 

 そのとおりです。ＦＦストーブにしている学校もありまして，そういう学校は関係ない

ということです。 

◎早瀬委員 

 わかりました。 

◎平田委員 

 飛散の恐れのある煙突の囲い込みと新設ということですけど，新設するものに囲い込み

が必要ということですか。 

◎三浦学校教育課長 

 新設するものにはアスベストは使わないということです。今の既存の煙突を囲い込みし

て新設するものです。 

◎平田委員 

 囲い込みと新設の別々の工事をするということですね。 

◎三浦学校教育課長 

 そのとおりです。 

◎岩本委員 

 アスベストを取らないで閉じ込めてしまうということですね。除去すると作業員の人件

費や捨てることも考えるので高くなるということですね。 

◎三浦学校教育課長 

 そのとおりです。 

◎影山教育長 

 他に，質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第６号について，原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第６号については，原案のとおり承認されました 

 

報告報告報告報告第第第第１１１１号号号号のののの非公開案件非公開案件非公開案件非公開案件はははは，，，，受理受理受理受理されるされるされるされる。。。。 

 

◎影山教育長 

 次に，各課からの事業報告をお願いします。 

〔各課から事業報告を行った。〕 

◎影山教育長 

 以上で，本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして，平成28年11月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

閉 会 （15時45分） 



平成28年12月 教育委員会 

定例会 会議録 
１ 日 時 

 

        開 会  平成28年12月15日(木) 16時00分 

        閉 会  平成28年12月15日(木) 17時15分 

 

２ 場 所 

 

        市役所第２庁舎 会議室１ 

 

３ 出席した教育長及び委員の氏名 

 

教育長  影 山  則 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  菊 地 裕 子 

        委 員  平 田 賢 弘 

        委 員  岩 本 秀 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

 

        なし 

 

５ 会議に出席した職員の職氏名 

 

        教育部長       金 子 達 也 

        学校教育課長     三 浦 顕 多 

        生涯学習課長     山 根 一 志 

        図書館長       浅 水 まゆみ 

        学校給食センター所長 篠 原 計 浩 

 

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  上 山 昭 二 

 

７ 会議録署名 

 

教育長 影 山  則 

        委 員 岩 本 秀 一 
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開 会 （16時00分） 

 

◎影山教育長 

 ただいまから，平成28年12月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は，岩本委員を指名いたしますのでよろしくお願いします。 

 本日の議事日程は，お配りしたとおりです。 

本日の会議に付す事件は，議案第１号から報告第２号までの，以上８案件です。 

 お手元に配付した議事日程のとおり進め，その後，各課から事業報告を受けてまいりま

す。 

 なお，議案第６号及び報告第２号につきましては人事に関する案件ですので，地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第14条第７項の規定により非公開として進め，報告第２

号につきましては，関係課長以外にも退出していただきたいと思いますが，よろしいでし

ょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 それでは，議案第１号について，学校教育課長から提案理由を説明いたします。 

◎三浦学校教育課長 

 議案第１号「伊達市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令」でございます。資

料につきましては，議案書１ページから３ページまでとなっております。「伊達市職員の勤

務時間，休暇等に関する条例」の改正に関連しまして，「伊達市教育委員会職員服務規程」

において「介護時間」に関する規定を加えるものでございます。改正の概要につきまして

は，議案書３ページ新旧対照表のとおりです。この改正によりまして，これまで介護休暇

は認められておりましたが，介護のための時間休の取得が可能となるもので，施行日は平

成 29 年１月１日とするものです。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第１号について，質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第１号について，原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第１号については，原案のとおり承認されました 

 それでは，議案第２号について，学校教育課長から提案理由を説明いたします。 

◎三浦学校教育課長 

議案第２号「伊達市教育委員会職員服務規程の一部を改正する訓令」でございます。資

料につきましては，議案書４ページから 16 ページまでとなっております。議案第 1 号「伊

達市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令」と改正の趣旨は同じになっており，

伊達市教育委員会職員服務規程のなかに「介護時間」の規定と申請様式を加えるものでご

ざいます。改正の概要につきましては，議案書８ページの新旧対照表及び議案書９ページ

以降の様式のとおりです。施行日につきましては，議案第１号と同じく平成 29 年１月１日

とするものです。説明は以上です。 
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◎影山教育長 

 議案第２号について，質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第２号について，原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第２号については，原案のとおり承認されました。 

それでは，議案第３号について，生涯学習課長から提案理由を説明いたします。 

◎山根生涯学習課長 

 議案第３号「まなびの里条例施行規則の一部を改正する規則」でございます。議案書

19 ページをご覧いただきたいと思います。本日閉会いたしました 12 月市議会定例会で

まなびの里サッカー場にかかる料金改正等の条例案が可決されました。本規則の改正に

つきましては，まなびの里サッカー場に係る条例改正を受けて必要な改正を行うもので

す。 

内容についてでございますが，平成 28 年２月の教育委員会定例会で料金の逆転現象

が起こる場合があるので，その矛盾を防ぐために上限額を規則で定めさせていただいて

おりましたが，今回の改正におきまして，その部分を削除させていただくものです。今

回の条例改正では，３時間以下，４時間，５時間以上とそれぞれ使用した場合に利用料

金の上限額を設定させていただきました。また，利用開始時刻におきましても条例にお

いて朝８時からと１時間早める改正を行いました。以上により，昨年度追加させていた

だきました条文につきましては不必要となることから，このように規則を改正させてい

ただくものです。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第３号について，質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第３号について，原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第３号については，原案のとおり承認されました。 

 それでは，議案第４号について，生涯学習課長から提案理由を説明いたします。 

◎山根生涯学習課長 

 議案第４号「伊達市総合体育館条例施行規則の一部を改正する規則」でございます。

議案書 22 ページをご覧いただきたいと思います。この規則の改正につきましても，先

ほどの案件と同様で 12 月市議会定例会の条例改正に伴うものと内容精査による改正で

ございます。条例改正により新たにニュースポーツコーナーを専用利用できるようにい

たしました。別表２の改正につきましては，減免対象の部屋にニュースポーツコーナー

を加えるという改正でございます。他の改正としまして第６条にかかる改正につきまし

ては，不足している内容について追加させていただきたいということ，第 12 条の改正
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につきましては，これまでの条文に引用等に誤りがあったことから，これを修正させて

いただく内容となってございます。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第４号について，質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第４号について，原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第４号については，原案のとおり承認されました。 

それでは，議案第５号について，学校教育課長から提案理由を説明いたします。 

◎三浦学校教育課長 

議案第５号「伊達市立学校運営協議会を設置する学校の指定について」でございます。

議案書 24 ページから 27 ページまでとなっております。今年度中にコミュニティスクール

を先行導入する予定していた５校のうち，11 月 22 日付けで東小学校，11 月 30 日付けで稀

府小学校，11 月 28 日付けで伊達中学校から各々指定の申請がございましたことから，当

該３校について指定するものです。指定期間の始期につきましては，各校からの申請に合

わせているため，ばらばらとなっておりますが，指定の満了日につきましては，伊達市立

学校運営協議会規則第３条第３項の規定におきまして「指定を受けた日が属する年度の

翌々年度の末日まで」と規定しておりますことから，平成 31 年３月 31 日としております。

今回の指定におきまして，先月の教育委員会定例会において，すでに伊達西小学校と光陵

中学校については指定をしておりますことから，先行導入を予定しておりました５校全部

について指定済みということとなります。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第５号について，質疑はございませんか。 

◎岩本委員 

 ５校以上あっても何校あってもいいわけで，今のところ５校以外は出ないのですか。 

◎三浦学校教育課長 

 今年度中に先行導入することで意向確認していたのはこの５校ということで，来年度か

ら残りの９校についてコミュニティスクールを導入していくこととなります。 

◎岩本委員 

 わかりました。 

◎影山教育長 

 他に，質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第５号について，原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第５号については，原案のとおり承認されました。 
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議案議案議案議案第第第第６６６６号号号号のののの非公開案件非公開案件非公開案件非公開案件はははは，，，，受理受理受理受理されるされるされるされる。。。。    

 

◎影山教育長 

それでは，報告第１号について，教育部長から説明をお願いいたします。 

◎金子教育部長 

 報告第１号「平成29年度教育行政推進に関する予算について」ということで，臨時事業

についてご説明したいと思います。議案書は32ページから41ページまでとなっております。

まず，最初に学校教育課関係ですが議案書33ページから36ページになります。学校教育課

関係では，新規事業27事業を含めまして合計60事業，金額で３億６千60万９千円の要求を

しております。主な新規事業といたしましては，議案書の33ページの１番と３番で関連し

ているのですが，中等教育学校の道外先進地視察ということで教育委員と事務局も含めて

合計７名の旅費を計上しております。なお，行先は東京方面を予定しております。８番の

「小中学校通学路防犯灯設置経費」は児童生徒が通学する道路のうち，防犯灯が少ない道

路に防犯灯を設置する事業となっております。これについては伊達市通学路安全推進会議

において検討させていただいております。９番の「いじめ問題調査委員会経費」というこ

とで本年度策定しましたいじめの基本方針に基づきまして，いじめが重大事態に陥ったと

きに再調査するいじめ問題調査委員会を設置する経費となっております。14番の「コミュ

ニケーションプログラム事業」ということで，昨年と今年は伊達西小学校，東小学校で行

っておりますが，当初予算としては新規事業で本年度は伊達小学校の経費として予算計上

しております。議案書の34ページの22番と23番の事業で関連しますが，伊達小学校体育館

の増改築に係る実施設計委託業務と建て替えに伴う物置の新設工事となります。議案書の

35ページの30番と36ページの49番ですが，「小学校暖房機器購入」と「中学校暖房機器購

入」です。これらについては，FFストーブの点検を毎年行っていたのですが，相当な経費

となっていたので，今後は故障した場合にFFストーブを買い替えていくための経費となり

ます。 

議案書の37ページから39ページまでの生涯学習課の予算になります。生涯学習課につき

ましては，新規事業15事業を含めまして合計37事業，金額で３億8,782万２千円を要求して

おります。主な事業としましては，２番の「放課後子ども教室運営事業費」です。これは

平成29年度から伊達西小学校で先行導入する経費となっております。11番の「シャーマン

コレクション図録作成事業」ということで，だて歴史文化ミュージアムで展示を行う際に

贈呈用と販売用として作る図録の作成経費となっております。部数は5,000部を予定してお

ります。12番の「宮尾登美子文学記念館庭園改修工事」ということで，ウッドデッキの改

修と庭園の樹木の植樹経費となっております。議案書の38ページの27番で「旧市民研修セ

ンター等解体事業」ということで，旧市民研修センターの解体工事費となっております。

隣地が分譲されたことに伴いまして，そこに住む住人が危険な状態にならないように，景

観もよくなるということで予算要求しております。 

続きまして，議案書の40ページで図書館の経費となります。図書館では，新規事業３事

業を含む５事業で，合計2,079万３千円の予算要求となります。主なものとしては１番の「図

書館耐震診断調査業務委託」ということで図書館の建て替えを検討する上で資料として建

物の状況を把握するための調査費用となります。２番目の「図書館アスベスト対策改修事

業」ということで，これは煙突の断熱材にアスベストが含有しているということが調査で
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判明したため，既存の煙突の囲い込みと新規の煙突の設置費用となっております。 

続いて議案書の41ページに学校給食センター経費となっております。新規事業が２事業

を含めまして７事業で合計24億648万１千円となっております。新規事業としましては「学

校給食センター移転・解体経費」と「だて歴史の杜食育センター整備運営事業」と計上し

ております。 

全部の課を合わせまして，新規事業47事業を合わせまして109事業で，31億7,570万５千

円を要求しております。この臨時事業につきましては，予算要求ベースでのデータのため，

今後，企画財政部長と理事者による査定が実施され，精査されていきます。この事業が全

て予算化されるわけではありません。予算が確定した後，３月定例会で最終的な報告をさ

せていただきたいと考えております。説明は以上です。 

◎影山教育長 

報告第１号について，質疑はございませんか。 

◎岩本委員 

 「不登校児童サポートハウス」事業ですが，昨年よりも事業費が少なくなっております

が問題はないですか。 

◎三浦学校教育課長 

 昨年度の事業費が大きかったのは移転費用を含んでいたためで，その分がなくなったこ

とにより少なくなっております。 

◎平田委員 

 議案書の37ページの２番「放課後子ども教室運営事業費」ですが，具体的に説明をお願

いします。 

◎山根生涯学習課長 

 放課後子ども教室ということで，放課後における全ての子どもたちを対象に勉強や地域

の住民の方を招いて交流，勉強以外のレクリエーションを行うということで，まずは先行

して伊達西小学校から実施したいと考えております。時期につきましては，４月からは難

しいので６月か７月から実施できないか考えております。６学年を１～２年生，３～４年

生，５～６年生と３つのグループに分けてそれぞれ隔週１回くらいで，全学年集まるのも

隔週１回ぐらいで子どもたちを集めたいと考えております。全学年の時はレクリエーショ

ンが多くなるとおもいます。費用につきましては，そこに携わる方々の基本的には有償ボ

ランティアに近いことになると思います。それらの方々にお支払する謝礼金や教材費を予

算化させていただいております。 

◎平田委員 

 主導されていくのは教育委員会と伊達西小学校のどちらですか。 

◎山根生涯学習課長 

 最終的には実行委員会形式を考えておりますが，中心となっていただく方の目処がつい

ておりません。そういう方を見つけたら，その方を中心に進めていただきたいのですが，

最初のうちは教育委員会が主導していかなければ，うまくいかないと考えております。 

◎早瀬委員 

 場所はどこで行うのですか。 

◎山根生涯学習課長 

 全ての子供を対象にしておりますので，放課後児童クラブに通っている子供達にも来て

いただきたいと思います。伊達西小学校内の空いている教室や図書室，３階に空いている
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スペースを活用させていただきたいと考えております。 

◎影山教育長 

 生涯学習課で担当して準備を進めております。最大の問題は有償ボランティアの方が見

つからず，対象者として退職教員にお願いしたいのですが，多岐にわたる活動をしている

ため，対象者が見つからず困っております。良い人材がおりましたら教えていただければ

と思います。 

◎岩本委員 

 位置づけとしては学童と塾の間くらいですか。 

◎山根生涯学習課長 

 授業ではないのですが，勉強についてはプリント学習中心になると思います。 

◎岩本委員 

 学童みたく遊んだりしないということですか。 

◎山根生涯学習課長 

 遊ぶのは，全員まとまって同じ遊びをすることはあるかもしれません。 

◎影山教育長 

 自主的に家庭学習を促す指導を行いたいと考えております。学習塾ではないので，指導

主事が当面学習内容について，プリントの手配や段取りを行うことを考えております。ま

た，ボランティアの方が先生になるわけではありません。お世話をしたり，プリントを配

付したり，場合によっては採点などを行っていただく予定ですが，授業をしていただくこ

とは考えておりません。議会において説明をしておりますが，他に文化，芸術，スポーツ

など伊達の地域にあるものを学んで，ニュースポーツや軽スポーツを行っている団体との

連携や文化協会と連携して，琴を子供たちに触れさせる等，地域の方々との交流活動がで

きればと考えております。当面は，教育委員会主導で進めざるを得ませんが，実行委員会

もしくはコミュニティスクールの中で所管していただくのが，地域の密着度としては良い

と考えております。全国の先例としましては，コミュニティスクールで受け持っている地

域もたくさんありますので，そのような方向で考えております。学校運営協議会委員も議

論だけでなく実働もあり，子供たちとの関わりを持つことに繋がり，先生たちと一緒に子

供を育んでいく体制ができると考えております。 

◎平田委員 

 有償ボランティアはどのくらいの金額をお支払するのですか。 

◎山根生涯学習課長 

 １時間当たり1,000円位を予定しております。 

◎影山教育長 

 他に，質疑はございませんか。 

◎岩本委員 

 議案書35ページの34番「児童用図書購入費」は，図書館ではなく学校の図書室の本の購

入経費ですか。 

◎三浦学校教育課長 

 小学校費，中学校費のそれぞれに図書購入費があります。学校における図書室の本の購

入経費となっております。 

◎岩本委員 

 図書館とは別ということですね。わかりました。 
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◎影山教育長 

 他に，質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

報告第１号については，報告として受理することとします。 

 

報告報告報告報告第第第第２２２２号号号号のののの非公開案件非公開案件非公開案件非公開案件はははは，，，，受理受理受理受理されるされるされるされる。。。。    

 

◎影山教育長 

 次に，各課からの事業報告をお願いします。 

〔各課から事業報告を行った。〕 

◎影山教育長 

 以上で，本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして，平成28年12月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （17時15分） 



 

平成29年１月 教育委員会 

定例会 会議録 
１ 日 時 

 

        開 会  平成29年１月26日(木) 16時00分 

        閉 会  平成29年１月26日(木) 16時41分 

 

２ 場 所 

 

        市役所第２庁舎 会議室１ 

 

３ 出席した教育長及び委員の氏名 

 

教育長  影 山  則 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  菊 地 裕 子 

        委 員  平 田 賢 弘 

        委 員  岩 本 秀 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

 

        なし 

 

５ 会議に出席した職員の職氏名 

 

        教育部長       金 子 達 也 

        学校教育課長     三 浦 顕 多 

        生涯学習課長     山 根 一 志 

        図書館長       浅 水 まゆみ 

        学校給食センター所長 篠 原 計 浩 

 

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  上 山 昭 二 

 

７ 会議録署名 

 

教育長 影 山  則 

        委 員 平 田 賢 弘 

 



 - 1 - 

開 会 （16時00分） 

 

◎影山教育長 

 ただいまから、平成29年１月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は、平田委員を指名いたしますのでよろしくお願いします。 

 本日の議事日程は、お配りしたとおりです。 

本日の会議に付す事件は、議案第１号から報告第１号までの、以上６案件です。 

 お手元に配付した議事日程のとおり進め、その後、各課から事業報告を受けてまいりま

す。 

 なお、議案第４号につきましては人事に関する案件ですので、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第14条第７項の規定により非公開として進めたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 それでは、議案第１号について、学校教育課長から提案理由を説明いたします。 

◎三浦学校教育課長 

 議案第１号「平成 28 年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査「北海道版結果報告書」

への市町村別結果の掲載同意について」でございます。資料につきましては、議案書１ペ

ージから３ページまでです。「平成 28 年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査に関する

実施要領」に基づきまして、平成 28 年 10 月 24 日付けで北海道教育委員会教育長から平成

28 年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査「北海道版結果報告書」への市町村別結果の

掲載についての可否を求められましたので、これについて同意したいというものでござい

ます。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第１号について、質疑はございませんか。 

◎早瀬委員 

 以前に調査方法を間違えて提出しなかったと思いますが、今年は調査方法に基づいて行

い提出するということですか。 

◎三浦学校教育課長 

 今年は調査方法に基づいて行っており、提出したいと考えております。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第１号について、原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第１号については、原案のとおり承認されました。 

 それでは、議案第２号について、学校教育課長から提案理由を説明いたします。 

◎三浦学校教育課長 

議案第２号「伊達市立学校教育実践表彰規程に基づく被表彰者の決定について」でござ
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います。資料につきましては、議案書４ページから５ページまでです。伊達市立学校教育

実践表彰規程に基づき平成 28 年度の被表彰者につきましては、伊達市立東小学校について

校長会から推薦があったため表彰したいというものでございます。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第２号について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第２号について、原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第２号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、議案第３号について、学校教育課長から提案理由を説明いたします。 

◎三浦学校教育課長 

 議案第３号「伊達市立学校運営協議会を設置する学校の指定について」でございます。

議案書６ページから８ページまでです。今回の指定につきまして、大滝小学校は平成

28 年 12 月 19 日付で、大滝中学校は平成 28 年 12 月 16 日付でそれぞれ指定の申請がご

ざいました。指定期間につきましては、平成 29 年４月１日から平成 32 年３月 31 日ま

での指定をしたいというものでございます。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第３号について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第３号について、原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第３号については、原案のとおり承認されました。 

 

議案議案議案議案第第第第４４４４号号号号のののの非公開案件非公開案件非公開案件非公開案件はははは，，，，受理受理受理受理されるされるされるされる。。。。 

 

◎影山教育長 

それでは、議案第５号について、学校教育課長から提案理由を説明いたします。 

◎三浦学校教育課長 

議案第５号「伊達市立学校管理規則の一部を改正する規則」でございます。議案書 12

ページから 14 ページまでです。12 月定例会において教育委員会事務局職員が介護時間を

取得できるように改正しましたが、今回の改正では学校職員についても同様の改正を行う

ものです。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第５号について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 
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お諮りいたします。 

議案第５号について、原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第５号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、報告第１号について、教育部長から説明いたします。 

◎金子教育部長 

 報告第１号「平成29年度教育行政推進に関する予算について」です。１月18日（水）に

臨時事業の内示が行われたことにより、変更部分について報告します。 

まず、前段に伊達市一般会計における一般財源ベースでの予算収支としましては、要求

段階で25億１千万円、１回目の査定で19億７千万円、２回目の査定で17億円の財源不足が

発生しております。不足分については財政調整基金から繰り入れて対応することになって

おります。 

予算規模で言いますと前年度当初予算より、19億３千万円増の208億８千万円の予算とな

っております。その内、経常経費としましては、１億８千万円の増、臨時事業としまして

は17億３千万円の増、主なものとしましては、「ひまわり保育所整備事業」と「だて歴史

の杜食育センター整備運営事業」となっております。 

個別の事業について説明します。議案書16ページの５番の「その他教育委員会事務局経

費（教育長室備品購入）」ですが、財源不足ということで全額減額されております。７番

の「教職員住宅除却事業」ということで、当初は弄月町と末永町の教職員住宅を除却する

予算を要求していたのですが、弄月町分は減額されまして、来年度は末永町の教職員住宅

を除却することになっております。８番の「小中学校通学路防犯灯設置経費」ということ

で、当初は3,232千円を要求しましたが、全額減額されました。財政課との協議した結果、

達南中学校スクールバスの部分を精査して６月補正で対応する予定です。議案書の17ペー

ジの25番から29番と議案書18ページの43番から48番まで、学校関係の改修工事等になって

おりますが、全体的な改修計画を策定した後、再度財政課と協議し、年度計画を協議して

予算措置していくということで、今年度においては全額減額されております。次に、議案

書18ページの35番の「児童用図書購入費」と53番の「生徒用図書購入費」については、当

初は計画的に整備するため予算要求していたのですが、ほぼ前年どおりの金額まで減額さ

れております。46番の「光陵中学校排水設備改修工事」が全額減額されたことにより、41

番の「学校維持管理費（光陵中学校下水道使用料）」の経費が発生しないことから、こち

らも全額減額されております。議案書の20ページの３番の「旧志門気集会所解体工事」に

ついても予算不足ということで全額減額されております。８番の「宮尾登美子文学記念館

運営管理費」は当初2,874千円要求しておりましたが、2,926千円と微増になっております

が、予算要求時に積算漏れがあり、きちんと積算した結果で予算がついております。９番

の「アートビレッジ文学館運営管理費」は当初525千円でしたが、結果的に244千円となっ

ており、壊れた石油ストーブの購入とエアコンの修繕のみを行うということで減額されて

おります。11番の「シャーマンコレクション図録作成事業」は販売用と贈呈用を併せて7,424

千円要求していたのですが、平成29年度に限っては贈呈用のみを印刷するとして、販売用

は平成30年度に印刷するということで、3,147千円に減額となっております。12番の「宮尾

登美子文学記念館庭園改修工事」については、予算不足ということで全額減額となってお

ります。13番の「北黄金貝塚運営管理費」については、当初、駐車場整備と白線を引くこ



 - 4 - 

とで235千円を要求でしたが、白線を引く部分について減額され135千円となっております。

議案書21ページの27番の「旧市民研修センター等解体事業」は56,441千円要求していたの

ですが、予算不足ということで全額減額となっております。議案書22ページの34番の「ま

なびの里サッカー場維持管理費」については、当初10,652千円要求していたのですが、最

終的には10,543千円、全体的に経費を減額されております。37番の「その他体育施設管理

経費」については、プールのフロア１コース分増設する部分が減額されて、通常分の経費

の予算となっております。議案書23ページの１番の「図書館耐震診断調査業務委託」につ

いては、予算不足ということで全額減額されております。２番の「図書館アスベスト対策

改修事業」についても、11,340千円要求したのですが、今後、図書館の建て替えを検討し

ておりますので、その時に併せて行うということで、今年度については全額減額されてお

ります。４番の「図書資料等購入事業」については、5,400千円要求したのですが、例年ベ

ースの4,500千円に減額されております。報告は以上です。 

◎影山教育長 

報告第１号について、質疑はございませんか。 

◎岩本委員 

 学校関係の改修がほとんど減額されておりますが、改めて計画性をもって再提出してい

くことで、全く無視された訳ではないということですか。 

◎金子部長 

 今年度はドローンを飛ばして、今まで問題ないと思っていた部分も改修の必要性があり

ましたので、全体的な計画を策定し、教育委員会で優先順位をつけてから要求していきた

いと考えております。 

◎岩本委員 

 子供の安全にかかる部分なので、先延ばしにしないでいただきたいと思います。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

◎菊地委員 

 「小中学校通学路防犯灯設置経費」は６月の補正で対応するということですが、他にも

補正で対応する事業はありますか。 

◎金子教育部長 

 現在、財政課と協議しているのはこの事業だけです。 

◎菊地委員 

 旧市民研修センターや教職員住宅の解体経費について、補正予算での対応はできないで

すか。 

◎金子教育部長 

 補正での対応は無理だと思います。 

◎菊地委員 

 来年度も予算要求していくということですか。 

◎金子教育部長 

 そのとおりです。市民研修センターについては、近くに宅地分譲され住宅が建設されて

おりますので、苦情等があった場合には、理事者の方で判断することになります。壊すだ

けでなく跡地利用も考えていかなければならないと思います。全体的計画については市長

部局で考えているようです。 
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◎早瀬委員 

 議案書18ページの30番「小学校給食搬入口改修事業」と議案書19ページの49番「中学校

給食搬入口改修事業」は小学校と中学校で予算を分けているということですか。 

◎三浦学校教育課長 

 小学校費と中学校費で予算をそれぞれ分かれているので、このような記載になります。 

◎早瀬委員 

 議案書17ページの25番「小学校トイレ改修工事」ですが、洋式化率が低いということで

すがどのくらいですか。 

◎三浦学校教育課長 

 関内小学校では全体で11個中５個が洋式化され、大滝小学校では全体で15個中６個が洋

式化されており、全て洋式化したいという予算になっております。 

◎早瀬委員 

 予算とは関係ないのですが、議案書16ページの10番に記載の「いじめ問題調査委員会」

は設置するのですか。それは教育委員会とはどういう関係になりますか。 

◎三浦学校教育課長 

 いじめ防止基本方針を昨年の総合教育会議の中で決定しましたが、生命や財産に重大な

被害が生じた申告があった場合、重大事態として捉え、学校調査を行った後に、その内容

が不十分だと教育委員会が認めた場合は、第三者委員会を設立することになります。その

ための委員会が「いじめ問題調査委員会」となります。第三者委員会なので教育委員会の

下部組織ではなく、独立した組織を作っていくことと考えております。 

◎早瀬委員 

 その委員会は常設ですか。 

◎三浦学校教育課長 

 何かあった場合に、すぐに招集できるような形で考えております。 

◎平田委員 

 議案書18ページの37番と19ページ55番ですが「教師用コンピュータ整備事業」ですが、

小学校と中学校の違いですか。 

◎金子教育部長 

 そのとおりです。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

報告第１号については、報告として受理することとします。 

 次に、各課からの事業報告をお願いします。 

〔各課から事業報告を行った。〕 

◎影山教育長 

 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして、平成29年１月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （16時41分） 
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        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  菊 地 裕 子 

        委 員  平 田 賢 弘 

        委 員  岩 本 秀 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

 

        なし 

 

５ 会議に出席した職員の職氏名 

 

        教育部長       金 子 達 也 

        学校教育課長     三 浦 顕 多 

        生涯学習課長     山 根 一 志 

        図書館長       浅 水 まゆみ 

        学校給食センター所長 篠 原 計 浩 
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        学校教育課企画総務係長  上 山 昭 二 

 

７ 会議録署名 

 

教育長 影 山  則 

        委 員 菊 地 裕 子 
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開 会 （16時02分） 

 

◎影山教育長 

 ただいまから、平成29年２月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は、菊地委員を指名いたしますのでよろしくお願いします。 

 本日の議事日程は、お配りしたとおりです。 

本日の会議に付す事件は、議案第１号から議案第４号、及び本日追加されました議案第

５号までの、以上５案件です。 

 お手元に配付した議事日程のとおり進め、その後、各課から事業報告を受けてまいりま

す。 

 それでは、議案第１号について、学校給食センター所長から提案理由を説明いたします。 

◎篠原学校給食センター所長 

議案第１号「平成 29 年度伊達市学校給食センター運営計画について」ご説明いたします。

伊達市学校給食センター条例第３条に基づき、議案書２ページのとおり、平成 29 年度の運

営計画（案）について承認を求めるものでございます。 

現在の元町調理場は48年が経過し、大滝区調理場についても24年が経過しております。

平成 29 年度には、これらの２つの調理場が統合され、新たに「だて歴史の杜食育センター」

として、平成 30 年１月から運用開始を予定しております。現在の施設に比べ、衛生管理を

はじめ様々な面で向上が図られるものでございます。現在の調理上からの移行作業は多義

に渡りますが、準備を進めているところでございます。 

平成 29 年度におきましても、学校給食法に基づく児童生徒の心身の健全な発達とより良

い食生活へ向けた食育の推進を図っていくため、運営の重点を設定し、計画を定めており

ます。１点目は衛生管理の徹底、２点目は食育の充実、３点目は地場産物を活用した特色

のある給食づくり、４点目は各種システムを活用した事業の効率化、そして、５点目とし

ては新たに整備される「だて歴史の杜食育センター」への円滑な移行を行っていくことで

ございます。次に、運営計画について説明いたします。まず、給食につきましては完全給

食を実施し、文科省栄養摂取基準に基づいた献立の作成を行います。主食につきましては、

ごはんが週３～４回、パンが週１回、麺が月３回程度を目安としています。次に、児童生

徒の給食数ですが、壮瞥町も含めて小学校が 12 校で 1,751 名、中学校が５校で 951 名、合

計 17 校で 2,702 名となっております。昨年に比べまして、中学校が２校減り、人数につい

ても 88 名減となっております。給食実施期間、給食日数および給食費は、昨年と同様とな

っております。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第１号について、質疑はございませんか。 

◎早瀬委員 

 運営会社は平成 30 年１月からも同じ会社ですか。 

◎三浦学校教育課長 

 現在は、株式会社日総という会社を中心に受託しておりますが、新しい食育センターに

なりますと、株式会社日総が代表企業となった特定目的会社「ふれあい歴史の杜食育セン

ター株式会社」を設立しておりまして、その会社が業務を受託することとなります。 

◎早瀬委員 

 わかりました。 
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◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第１号について、原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第１号については、原案のとおり承認されました。 

 それでは、議案第２号について、教育部長から提案理由を説明いたします。 

◎金子教育部長 

議案第２号「平成 28 年度伊達市一般会計補正予算（教育費関係予算）について」説明い

たします。今回の補正予算は契約等による請負残や実績による減額補正が中心となってお

ります。教育総務費から保健体育費まで全部で 18 件あります。詳細につきましては、それ

ぞれの担当課長より説明いたします。全体では合計 3,164 万円の減額補正となります。そ

れでは教育総務費から説明をお願いします。 

◎三浦学校教育課長 

議案第２号のうち、学校教育課分について説明いたします。学校教育課からは 16 件の補

正予算案件を提出しております。議案書６ページ「達南中学校・伊達中学校統合事業」に

ついては、会議開催回数を４回と見込んでおりましたが、１回で終了したことに伴う委員

報酬等の減額、伊達中学校への備品運搬委託料の入札減、オープンスクールでのスクール

バス運行を取りやめたことによる使用料等の減額により、1,700 千円を減額補正するもの

です。議案書７ページ「学校保健会運営経費」については、当初、総会開催回数を２回と

見込んでおりましたが、総会が開催されなかったことに伴う委員報酬等の減額と消耗品費

が当初見込みより少なかったことにより、814 千円を減額補正するものです。議案書８ペ

ージ「ネイティブスピーカー（伊達地区）活用事業」については、例年、２名の ALT が交

代することを想定する一方、ALT の報償については毎年度上昇することになっております

ので、この部分については、高い方に合わせて予算措置しております。今年度につきまし

ては、ALT が１名のみ交代したことに伴う帰国旅費及び負担金を減額するほか、報償、共

済費についても初年度の ALT ということで減額となり、合わせて 1,155 千円を減額補正す

るものです。議案書９ページ小学校費の「学校維持管理費」についてです。当初予算につ

いては、灯油単価を税抜き 64 円で積算しておりましたが、１月 12 日現在で税抜き 77 円と

およそ 20％弱値上がりしていること、昨年の暖房開始時期が例年より早かったことの影響

により年度末までに不足が見込まれますので、この不足分 3,276 千円を増額補正するもの

です。また、議案書 16 ページ中学校費の「学校維持管理費」についても、同様の理由で

1,367 千円を増額補正するものです。議案書 10 ページ「伊達小学校体育館改築工事基本設

計業務委託」については、入札減に伴いまして、411 千円を減額補正するものです。議案

書 11 ページ小学校費の「その他学校教育管理経費」については、通常の学校運営上、必要

と見込まれる経費を予算措置しておりましたが、消耗品費をはじめ、各費目において執行

残が見込まれる部分をあわせて 1,182 千円を減額補正するものです。また、議案書 19 ペー

ジ中学校費の「その他学校教育管理経費」についても、同様の理由により 991 千円を減額

補正するものです。議案書 12 ページ「小学校アスベスト対策改修事業」については、すで
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に増額補正した予算のうち、アスベストが使用されていないことが確認できました長和小

学校については、改修工事の必要性がなくなりましたことから、これに係る経費 11,340

千円を減額補正するものです。議案書 13 ページ小学校費の「教材用備品購入費」について

は、入札減に伴いまして 686 千円を減額補正するものです。また、議案書 20 ページ中学校

費の「教材用備品購入費」についても、同様に入札減に伴うもので 604 千円を減額補正す

るものです。議案書 14 ページ小学校費の「要保護及び準要保護児童援助費」については、

当初見込んでいた認定者数の減に伴い、3,319 千円を減額補正するものです。また、議案

書 21 ページ中学校費の「要保護及び準要保護生徒援助費」については、補正理由の箇所に

「認定者数が当初認定見込みより少なくなり」との記載がありますが、正確には、１年を

通しての認定者数が減少しました。つまり、年度途中で認定されることになった方や、逆

に年度途中で転出や世帯構成の変化等といった理由で否認定に転じた方が、当初見込みよ

り多かった、つまり実人数は見込みより多かった一方、支給月数・人は少なかったという

のが正確な内容であります。いずれにしても、中学校費においても年度末までに 1,141 千

円の不用額が生じる見込みでありますことから、この分を減額補正するものです。議案書

15 ページ「学校配分経費」については、学校に配分した経費のうち、総合学習等でのバス

借り上げに係る入札減に伴い、1,436 千円を減額補正するものです。議案書 17 ページ「中

学校スクールバス運行経費」については、スクールバス部分については入札差額と、関内

地区で運行しているスクールタクシー部分については、当初見込みより運行回数が少なく

なると見込まれる分に係る経費を合わせて、4,921 千円を減額補正するものです。議案書

18 ページ「大滝中学校体育館外壁改修工事」については、入札差額分として、2,791 千円

を減額補正するものです。学校教育課分は以上です。 

◎山根生涯学習課長 

 生涯学習課分としては２件になります。２件とも補助金にかかる減額となっております。

議案書 22 ページ「児童生徒文化・スポーツ振興事業補助金」ということで、こちらの補助

金は小中学生が参加する全国規模の競技大会等への参加旅費に対する助成でございまして、

毎年、不足が生じないように多めに予算措置しておりますが、今年度の見込みが約 270 万

円程度で決算できるのではないかということで、30 万円の余裕をみて 300 万円減額補正さ

せていただくものです。議案書 23 ページ「スポーツ大会出場奨励助成金」につきましては、

大人から子供まで各種スポーツ大会の全道大会や全国大会に出場する経費の一部を助成す

るものです。毎年 200 万円の予算を計上しておりますが、今年度の決算見込みとして、約

100 万円くらいなので、20 万円の余裕をみて 80 万円減額補正させていただきたいというも

のです。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第２号について、質疑はございませんか。 

◎平田委員 

 ネイティブスピーカーの方は何人いますか。 

◎三浦学校教育課長 

 伊達地区に２人、大滝区に１人います。 

◎早瀬委員 

 伊達市学校保健会とはどのような組織で、どのような活動を行っていますか。 

◎三浦学校教育課長 

 医師会長を会長に充て職とした組織です。その他の構成員としては、学校職員、養護教
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諭、ＰＴＡ等から構成され40人規模の組織となります。以前に総会を開催したのですが、

議題がなかったので、それ以降は書面総会としております。３年前にアレルギーの関係が

ありまして、総会を行ったこともあります。来年度については、議題があるかどうかで開

催について判断していきたいと考えております。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第２号について、原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第２号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、議案第３号について、学校教育課長から提案理由を説明いたします。 

◎三浦学校教育課長 

議案第３号「伊達市教育委員会職員服務規程の一部を改正する訓令について」説明いた

します。資料は、議案書の24ページから31ページとなります。この訓令は、監査委員から

の指摘により、市長部局において様式を統一することになったことから、教育委員会にお

いても、同様に様式を定めようというものです。具体的には、「病気休暇処理票」「復命書」

「会議報告書」を定める内容となっております。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第３号について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第３号について、原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第３号については、原案のとおり承認されました。 

 それでは、議案第４号について、教育部長から提案理由を説明いたします。 

◎金子教育部長 

 議案第４号「平成 29 年度教育行政執行方針について」でございます。前回から変更

になった部分について説明いたします。７ページの下から６行目の「安全・安心な場所

を提供し、」が「安全・安心な居場所を提供し、」に変更しております。次に、同じペ

ージの下から３行目の『「放課後子ども教室」事業』を『「放課後子ども教室事業」』

に変更しております。それ以外については、前回と同様になっております。説明は以上

です。 

◎影山教育長 

 議案第４号について、質疑はございませんか。 

◎岩本委員 

 ６ページの下から８行目の「不断」については、「通常」という表現の方がわかりやすい

ですが、意図的にこちらを選んだのですか。 
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◎三浦学校教育課長 

 そのとおりです。 

◎早瀬委員 

 「ネットパトロール」は市教委では行わず、北海道教育委員会と学校で行う取り組みで

すか。 

◎三浦学校教育課長 

 市教委として行っている取り組みではありません。北海道教育委員会が契約している会

社がネットパトロールを行っております。また、学校がその結果に対して検索を行ったり

しております。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

◎平田委員 

 「だて歴史文化ミュージアム」については、もっと周知が必要ではないですか。 

◎山根生涯学習課長 

 職員が限られている中で、周知活動と開館準備を行わなければならず、非常に厳しい状

況ですが、出来る限り取り組んでいきたいと考えております。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

◎菊地委員 

 12 ページのスポーツにおいて、「年間を通して」という言葉が入ると良くなるのではな

いですか。 

◎山根生涯学習課長 

 わかりました。修正したいと思います。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第４号について、一部原案の修正を含めて承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第４号については、一部原案の修正を含めて承認されました。 

それでは、議案第５号について、学校教育課長から提案理由を説明いたします。 

◎三浦学校教育課長 

議案第５号「伊達市教育委員会契約審査会規則」について、説明いたします。資料は、

本日お配りした追加議案となります。本件については、これまで市長部局においては契約

審査会規則が定められておりましたが、教育委員会においても契約審査会規則を制定し、

今後、第２条第１号に記載のとおり、「１件300万円以上の物品購入及び委託業務に係る指

名競争入札参加者の選定」について、この審査会において審査していくというものです。

説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第５号について、質疑はございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第５号について、原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第５号については、原案のとおり承認されました。 

 次に、各課からの事業報告をお願いします。 

〔各課から事業報告を行った。〕 

◎影山教育長 

 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして、平成29年２月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （16時43分） 

 



平成29年３月 教育委員会 

定例会 会議録 
１ 日 時 

 

        開 会  平成29年３月23日(木) 16時00分 

        閉 会  平成29年３月23日(木) 16時47分 

 

２ 場 所 

 

        市役所第２庁舎 会議室１ 

 

３ 出席した教育長及び委員の氏名 

 

教育長  影 山  則 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  菊 地 裕 子 

        委 員  平 田 賢 弘 

        委 員  岩 本 秀 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

 

        なし 

 

５ 会議に出席した職員の職氏名 

 

        教育部長       金 子 達 也 

        学校教育課長     三 浦 顕 多 

        生涯学習課長     山 根 一 志 

        図書館長       浅 水 まゆみ 

        学校給食センター所長 篠 原 計 浩 

 

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  上 山 昭 二 

 

７ 会議録署名 

 

        教育長 影 山  則 

        委 員 早 瀬 芳 宏 

  



 - 1 - 

開 会 （16時00分） 

 

◎影山教育長 

 ただいまから、平成29年３月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は、早瀬委員を指名いたしますのでよろしくお願いします。 

 本日の議事日程は、お配りしたとおりです。 

本日の会議に付す事件は、議案第１号から報告第２号までの、以上８案件です。 

 お手元に配付した議事日程のとおり進め、その後、各課から事業報告を受けてまいりま

す。 

なお、議案第３号につきましては人事に関する案件ですので、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第14条第７項の規定により非公開として進めたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 それでは、議案第１号について、学校教育課長から提案理由を説明いたします。 

◎三浦学校教育課長 

議案第 1 号「伊達市立学校管理規則の一部を改正する規則」について説明いたします。 

資料は議案書の１ページから３ページまでとなります。 

今回の改正は、道立学校の管理規則の改正を受けまして、伊達市立学校管理規則の第 21

条（赴任）についての規定及び第 22 条（校長の事務引継）についての規定の部分を改正す

るものです。改正内容については、議案書３ページの新旧対照表に記載のとおりです。説

明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第１号について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第１号について、原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第１号については、原案のとおり承認されました。 

 それでは、議案第２号について、学校教育課長から提案理由を説明いたします。 

◎三浦学校教育課長 

議案第２号「伊達市立学校運営協議会を設置する学校の指定」について説明いたします。 

資料は議案書の５ページから８ページとなります。 

 この議案については、資料に記載のとおり、伊達小学校、長和小学校、黄金小学校から

運営協議会の設置についての申請がありましたことから、これら３校について学校運営協

議会を設置する学校として指定するものです。 

 指定期間は、伊達市立学校運営協議会規則の規定により、平成 29 年４月１日から平成

32 年３月 31 日までの３年間とするものです。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第２号について、質疑はございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第２号について、原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第２号については、原案のとおり承認されました。 

 

議案第議案第議案第議案第３３３３号号号号のののの非公開案件非公開案件非公開案件非公開案件はははは，，，，原案原案原案原案のとおりのとおりのとおりのとおり承認承認承認承認されるされるされるされる。。。。    

 

◎影山教育長 

 それでは、議案第４号について、学校教育課長から提案理由を説明いたします。 

◎三浦学校教育課長 

 議案第４号「伊達市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則」について説明いた

します。資料は議案書 13 ページから 15 ページになります。 

 この改正については、平成 29 年度から指導室に指導主事が配置されることにより組織機

構の見直しに合わせて、学校教育課の事務分掌となっている「校外活動の補助金に関する

こと」を削除するほか、「学校評議員に関すること」と「国際理解教育の推進に関すること」

を指導室に移管いたします。 

また、指導室の事務分掌のうち、平成 27 年度でさくら幼稚園が閉園となっておりますこ

とから、「（2）学校（幼稚園を含む。）訪問指導に関すること」から「（幼稚園を含む。）」の

部分を削除し、新たに「児童及び生徒の教育措置に関すること」「学校運営協議会に関する

こと」「いじめ、不登校等相談に関すること」を事務分掌に加えるものです。説明は以上で

す。 

◎影山教育長 

 議案第４号について、質疑はございませんか。 

◎早瀬委員 

 組織が良く分かっておりませんが、指導室は学校教育課の中でなく別にあるということ

ですか。 

◎三浦学校教育課長 

 別にあります。教育部長が指導室長を兼務し、学校教育課長が指導室参事を兼務してお

ります。専任職員が主査と指導員になります。指導室長と指導室参事の兼務が解かれて新

たに人員が配置されます。 

◎平田委員 

 学校運営協議会がすべての学校に配置されることに伴って、学校評議員制度がなくなる

学校もあるのではないですか。 

◎三浦学校教育課長 

 学校評議員の制度は残しております。学校運営協議会の指定を取り消すこともあるため、

その場合は学校評議員制度に戻せるようにしております。 

◎平田委員 

 わかりました。 

◎影山教育長 
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 他に、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第４号について、原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第４号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、議案第５号について、学校教育課長から提案理由を説明いたします。 

◎三浦学校教育課長 

議案第５号「伊達市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令」について説明いた

します。資料は議案書 17 ページから 20 ページとなります。 

この訓令は、先ほどの議案第４号において整理した事務分掌に係る決裁規程を改める、

あるいは新たに加えた事務についての決裁規程を設けるものです。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第５号について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第５号について、原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第５号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、議案第６号について、生涯学習課長から提案理由を説明いたします。 

◎山根生涯学習課長 

議案書23ページをご覧ください。「伊達市教育委員会が設置する委員会等の委員等の報酬

に関する規則の一部を改正する規則」についてです。内容につきましては、平成29年度以

降に伊達西小学校で放課後子ども教室を開催するにあたり、その開催について意見等を伺

う放課後子ども教室運営委員会を設置したいのですが、それに参加される委員の報酬額に

ついて決めさせていただく改正となっております。金額については日額1,000円となってお

ります。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第６号について、質疑はございませんか。 

◎早瀬委員 

 指導にあたる方の報酬は 1,000 円ということですか。 

◎山根生涯学習課長 

 違います。運営するにあたって、我々が立てる計画についてご意見をいただいたりする

方の報酬で指導される方は別になります。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 
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お諮りいたします。 

議案第６号について、原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第６号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、報告第１号について、教育部長から提案理由を説明いたします。 

◎金子教育部長 

それでは、平成 29 年度教育費に関する予算について、平成 28 年度と大きく変わってい

る項目を中心に説明したいと思います。議案書は25ページから52ページまでとなります。 

 まずは、議案書 30 ページと 31 ページをご覧ください。教育総務費については、２目 事

務局費において、前年度と比較して 53,097 千円減額となっております。これは、「私立幼

稚園就園奨励費補助金」で△52,929 千円減額しており、平成 28 年度は教育費で予算計上

しましたが、事務については福祉部子育て支援課で行っておりました。平成 29 年度からは

子育て支援課において予算計上されたために減額となったものです。 

議案書 32 ページと 33 ページをご覧ください。３目 教育研究費では「コミュニティ・

スクール運営経費」で 2,682 千円、「コミュニケーション・プログラム事業」で 108 千円の

増額となっており、目全体で 2,733 千円の増額となっております。４目 特別支援教育推

進費では、「幼児ことばの教室運営事業」で 90 千円の増額となっております。この事業は

平成 28 年度より教育委員会で行っておりましたが、予算については福祉部子育て支援課で

計上しておりました。平成 29 年度より予算についても教育費で計上することとしたことに

よる増となっております。 

議案書 34 ページと 35 ページをご覧ください。６目 国際理解教育費ですが「レイクカ

ウチン町親善訪問団交流事業」として 1,365 千円を計上しております。平成 28 年度におい

ては「レイクカウチン中学生派遣事業」として 7,526 千円計上しておりましたので差引

6,161 千円の減額となっており、目全体としては 5,924 千円の減額となっております。こ

れらの増減額を含め１項教育総務費は、前年対比 55,840 千円の減額となりました。 

議案書 36 ページと 37 ページをご覧ください。２項小学校費です。１目 学校管理費で

は、「伊達小学校体育館改築工事実施設計等業務委託料」、「伊達小学校物置新設工事」、「小

学校給食搬入工事」が新規事業として計上し、平成 28 年度まで暖房機器については保守点

検を実施していたのですが、点検経費が非常に高額となること、設置後相当年数が経過し

たことから平成 29 年度からは暖房機器が壊れたときは更新することとして「小学校暖房機

器購入費」を計上しております。これら４項目で 38,805 千円計上しており、他の事業細目

の増減を含め１目学校管理費では 30,116 千円の増額となっております。 

 ２目教育振興費では、平成 28 年度において計上しておりました「副読本整備事業」726

千円を減額し、「教師用コンピュータ整備事業」において更新する機器が増えたことにより

平成 28 年度より 3,494 千円多い 4,681 千円を計上しております。その他各事業の増減を合

わせ２目教育振興費では 949 千円の増額となっており、２項小学校費合計では 31,065 千円

の増額となりました。 

議案書 38 ページと 39 ページをご覧ください。３項中学校費です。1 目 学校管理費で

は、達南中学校と伊達中学校が統合したことにより、「中学校スクールバス運行経費」が平

成 28 年度より 24,306 千円増額となり 51,471 千円計上しております。また、小学校費と同

様に新規事業として「中学校給食搬入口改修工事」で 2,409 千円、「中学校暖房機器購入費」
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として 681 千円計上しております。また、昨年計上しておりました「大滝中学校外壁改修

工事」9,239 千円、「デジタル印刷機整備事業」809 千円が減額となっております。その他

の事業の増減を含め 1 目 学校管理費は 9,341 千円の増額となっております。２目 教育

振興費では「教師用指導書購入費」で 6,186 千円の減額、「教材用備品購入費」で 1,237

千円の減額、「情報教育推進事業」で 2,880 千円の減額、「教師用コンピュータ整備事業」

で 2,419 千円の増額となっており、目全体で 7,129 千円の減額となっております。３項中

学校費全体では 2,212 千円の増額となりました。 

 議案書 40 ページと 41 ページをご覧ください。４項社会教育費です。２目 生涯学習推

進費では、新規事業として「放課後子ども教室運営費」として 1,697 千円計上し、各事業

の増減を含め目全体で 2,078 千円の増額となっております。３目 文化振興費では新規事

業として「シャーマンコレクション図録作成事業」で 3,147 千円、「アートビレッジ文化館

大型絵画等搬入口設置工事」で 1,113 千円計上しており、全体の事業の増減を含め３目で

は 4,678 千円の増額となっております。 

 議案書 42 ページと 43 ページをご覧ください。４目 文化財保護費では新規事業として

「カムイノミ・イチャルパ祭開催経費」として 575 千円を計上し、また、「縄文遺跡世界遺

産登録推進経費」では 1,011 千円増額し 1,987 千円を計上しております。「だて歴史文化ミ

ュージアム活用スタートアップ事業」は 2,011 千円増額し 3,126 千円を計上、「埋蔵文化財

収蔵庫整備事業」は 4,499 千円減額し 12,003 千円を計上しております。他の事業の増減を

含め４目では 322 千円の減額となっております。 

 議案書 44 ページと 45 ページをご覧ください。６目 開拓記念館費では台風の影響で平

成28年度中に相当数の危険木の除去が終わったため委託料を減額し目全体で3,165千円の

減額となっております。７目 図書館費では、「図書館運営管理費」716 千円の増額で 7,693

千円、「図書館資料整備経費」293 千円増額し 5,709 千円、平成 28 年度に計上していた「図

書館あり方検討委員会経費」525 千円を減額し全体の増減を含めた図書館費では 502 千円

の増額となっております。 

 議案書 46 ページと 47 ページをご覧ください。９目 カルチャーセンター費では、平成

28 年度実施した「カルチャーセンター建物診断等業務委託料」10,379 千円、「カルチャー

センタートイレ改修工事」10,466 千円がそれぞれ減額され、目全体の増減で 17,809 千円

の減額となっております。 

 議案書 40 ページにお戻りください。４項社会教育費は今説明した分を含め、全体で

12,947 千円の減額となっております。 

 議案書 50 ページと 51 ページをご覧ください。４目 学校給食費では平成 29 年度中に食

育センターが完成し平成 30 年１月から供用開始されることから、現在の「学校給食センタ

ー移転・解体経費」として 25,085 千円計上しております。同様に「だて歴史の杜食育セン

ター整備運営事業」として 2,143,858 千円を計上し、目全体では 2,141,694 千円の増額と

なっております。 

 議案書 48 ページにお戻りください。全ての目の増減を合わせますと、５項保健体育費で

は 2,163,015 千円の増額となっております。 

 議案書 30 ページにお戻りください。ただいま説明した教育費全体として平成 29 年度予

算額は、平成28年度予算額より2,127,505千円増額した3,254,693千円となっております。

以上で説明を終わります。 

◎影山教育長 
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 報告第１号について、質疑はございませんか。 

◎岩本委員 

 伊達小学校体育館の暖房工事は入学式に間に合いますか。 

◎三浦学校教育課長 

 入学式に間に合いません。校舎のボイラーも調子が悪いため４月の臨時会で補正する予

定です。 

◎岩本委員 

 この予算は決定した予算ですか。 

◎金子教育部長 

 決定した予算です。 

◎岩本委員 

 だいたい希望どおり予算と考えて良いか。 

◎金子教育部長 

 学校の修繕関係は教育委員会の希望は全て落とされました。修繕計画を立てて再度協議

していくこととなりました。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

報告第 1 号については、報告として受理することとします。 

それでは、報告第２号について、学校教育課長から提案理由を説明いたします。 

◎三浦学校教育課長 

報告第２号「臨時代理の報告について（伊達市立学校職員の平成 29 年４月１日付け人事

異動について）」報告いたします。議案書は 53 ページから 74 ページ及び報告第２号資料と

して添付のとおりです。今回の平成 29 年度当初の人事異動においては、伊達市立学校から

の転出者 64 名、転入者 60 名うち新採用者 4 名となっております。 

 なお、本人への内示は３月 10 日に各学校長からしており、今後、３月 24 日に報道発表、

報道解禁は管理職人事が３月 26 日（日）朝刊、主幹教諭及び一般職が３月 27 日（月）以

降となっておりますので、取り扱いについては厳重にお願いいたします。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 報告第２号について、質疑はございませんか。 

◎岩本委員 

 ４名の減というのは、達南中学校による減ということですか。 

◎三浦学校教育課長 

 その影響もありますし、大滝中学校での学級数減の影響もあります。また、期限付教職

員もおりますので、相対的な人数は大きく変わっておりません。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

報告第２号については、報告として受理することとします。 

 次に、各課からの事業報告をお願いします。 
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〔各課から事業報告を行った。〕 

◎影山教育長 

 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして、平成29年３月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （16時47分） 


